


は じめ に

財 団法人 資産評価 システム研究セ ンターは、適切な地域政策の樹立に資す るた

め、地域の資産の状況及び評価の方法に関す る調査研究等の事業を実施す るこ とを

目的 として設立されま した。

当評価 セ ンターにおける調査研究は、資産評価の基礎理論、地方公共 団体等 にお

ける資産評価技法等 について、毎年度、学識経験者及び 自治省並びに地方公共団体

等の関係者 をもって構成す る資産評価 システム、土地、家屋及び償却資産の各部門

ごとの研究委員会 において行われ、その成果 は、会員である地方公共 団体及 び関係

団体等に調査研究報告書 として配布 し、活用されている ところです。

本年度の償却資産研究委員会の調査研究は、 「機械 ・装置等償却資産 の保有状況

等に関す る調査研究」 と題 して、(1)課 税客体 の捕捉に関す る調査研究、(2)申 告 ・

納税手続の簡素化 に関する調査研究、(3)事 業用資産の範 囲に関す る調査研究、(4)

外 国税制に関す る調査研究の4つ を柱 に行 いま した。本報告書 の作成 に当た って、

(1)につ いては、主に東京都、横浜市、倉敷市 における捕捉の実態を事例を もとに調

査研究を行 い、(2)に ついては、主 に全国法人会連合会、 日本税理士会連合会、東京

電力株式会社か らの意見を もとに調査研究を行い、(3)に ついては、東京都か ら事例

の紹介 をもとに調査研究を行 い、(4)については、アメ リカ及びカナダの償却資産課

税の実状を調査 しました。

この度、その調査研究の成果を とりまとめ、ここに公表する運びとな りましたが、

この機会 に、熱心にご研究、 ご審議 をいただきま した委員及び関係者各位に対 し、

心か ら感謝申 し上げます。

なお、当評価セ ンターは、今後 とも、所期の目的にそ って、事業内容の充実及び

地方公共団体等 に役立つ調査研究に努力する所存であ りますので、地方公共団体を

は じめ関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご援助をお願い申し上げます。

最後に、 この調査研究事業は、 日本 自転車振興会か ら競輪収益金の一部である機

械工業振興資金 による補助金の交付を受けて実施 した ものであ り、改めて深 く感謝

の意を表す るものであります。

平成10年3月

財団法人 資産評価システム研究センター

理 事 長 湊 和 夫
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第1償 却資産における課税客体の捕捉の実態 について

償却資産における課税客体の捕捉方法について、東京都、横浜市及び倉敷市か ら説明を受けた。

各団体においては、それぞれ工夫を凝らし、課税客体の捕捉 に取 り組んでいるが、その概要は次の

とおりである。

1啓 発 活 動 等

(1)啓 発活動

○ パ ンフレッ トの作成 ・配付。また、申告時期が近づく12月 頃に、申告に関す るポス

ターを作成する。

○ 法人会、青色申告会、税理士会その他各種関係団体の協力を求めて、機会あ るごと

に説明会を実施する。

○ 償却資産 については、土地及び家屋 とは異な り、納税者か らの申告書が課税事務におけ る基

礎的な資料 になることか ら、納税者か らの申告が確実に行われ ること、及びその内容が正 しく

把握 されていることが、その後の課税事務を適正に進めてい く上で重要な要素 となる。

○ また、申告が適正 に行われるように説明会や広報活動等を通 じて啓発活動 を行 うことは、未

申告者を減少させるためにも重要な業務である。

(2)督 促状の送付等

○ 申告書を送付 したにもかかわらず、申告を してこない事業者に対 しては 「催告状は

がき」、 「呼出状はが き」等を送付する。

○ それでも申告書の提出のない事業者については、直接出向き、実地調査を行 う。調

査に当たっては、ただ調査す るだけでな く、制度の仕組みの説明、申告指導 も行 う。

○ 申告義務があるに もかかわ らず未申告 とな っている者には、確信的な未申告者 と故意ではな

いが申告義務があることを認識 していないために未申告 となっている者があ る。これ らの未申

告者について、市町村が何 ら対策をとらずそのまま課税 されないと、適正な課税事務を行 って

いるとはいえないばか りでな く、誠実な納税者 において も納税意欲が減退することにもな りか

ねないので、税負担の公平性の確保 という面か らも何 らかの対策が必要である。また、実地調

査に当たっては、ただ調査するだけでな く、制度の仕組みや申告の必要性な ども併せて説 明す

ることも重要である。
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(3)申 告書の事前配付

○11月 後半か ら12月初旬頃までに申告書の用紙や前年申告の内容等を各事業者に配付

する。

○ 事前配付の対象者は、前年の申告者、新規開業者、新設法人、その他申告義務があ

ることが確認 されている者である。

○ 配付資料は、申告書の用紙、明細書、前年の申告書、申告説明書等である。

○ 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月31日 までに、所有す る資産の数

量、取得価額、耐用年数等を当該資産が所在する市町村長に対 して申告 しなければな らないこ

ととされている。 したが って、市町村長は、課税に当たって、第一義的に各納税義務者か らの

申告を待つ こととなるが、申告漏れの防止や申告を促進するためにも、毎年、あ らか じめ申告

書を送付する。

○ 申告書の用紙等の事前配付については、申告書の提出期限が毎年1月31日 までとされている

ので、前年の11月 後半か ら12月初旬頃までに各事業者に配付す る。

○ 事前配付の対象は、前年の申告者、新規開業者、新設法人その他 申告義務があることが確認

されている者であり、配付資料 としては、申告書用紙、明細書、前年の申告書、申告説明書等

である。ただ し、課税標準 となるべ き額が僅かであるよ うな零細事業者については、配付を省

略 している場合 もある。

○ 資産の変動が比較的少ない小規模な事業者については、所有する資産の状況に変更が無 い場

合、変更のない旨の連絡をもって申告に代えている場合 もある。また、前年中に資産の増減が

あった場合は、増加 し、又は減少 した資産についてのみ申告を行っている場合 もある。

2納 税 義 務 者 の把 握

(1)新 規事業者の把握

償却資産については、土地における土地登記簿、家屋における建物登記簿 に相当す る資料が存在 し

ないことか ら、その納税義務者については、第一義的には申告 によって把握することになる。しか し

なが ら、申告義務があるにもかかわ らず、申告をしない者があったり、また、故意ではな くとも、申

告義務が あることを認識 していない事業者 もいるところであり、市町村において、申告とは別に納税

義務者及び課税客体の把握 に努めることが必要である。
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(2)法 人等の設立、開設等の届出

○ 法人等の設立、開設等の届出書の閲覧を行 う。

○ この活用方法としては、法人の名称、住所、本店又は主たる事務所の所在地、事業

種 目、設立年月 日等の把握をする。

○ 新たに設立及び開設等を した法人は、納税地の所轄税務署へ定款及び設立登記に関する書類

を添付 して届出を しなければな らない。これ らの 「設立」、 「開設」、 「異動」、 「廃止」が

あった場合は、 「法人等の異動届」が市町村へ提出され るため、これ により、法人等の設立 ・

開設の状況等を把握す ることができる。

○ また、法人等の設立 ・開設等の届 出書では、法人の名称、住所、本店又は主たる事務所の所

在地、事業種 目、設立年月 日等を把握す ることができる。なお、法人住民税のデータを償却資

産の課税事務に活用できる電算 システムを構築すれば容易に把握す ることができる。

(3)保 健所への申請 ・届出資料

○ 保健所への届出等が義務付けられている理容 ・美容業、飲食業、病院等の環境衛生

等 に関す る業種に対す る情報を収集す る。

○ 具体的には、環境衛生台帳、食品衛生台帳を課税情報 として活用す る。

○ 保健所では、理容 ・美容業、飲食業、病院等の環境衛生等に関す る業種に対 して、営業用施

設の許可申請や開設の届出を義務づけており、当該申請書か ら住所、規模、開設者の氏名など

の情報を収集することができる。また、ここか らは比較的小規模の事業者を把握することがで

きる。

○ 具体的には、環境衛生台帳、食品衛生台帳等を課税情報 として活用す る。これ らの情報 につ

いては、保健所において届出書、申請書類等を閲覧 し、転記を行うが、保健所の届出に関する

電算 システムを構築する際に、保健所資料を調査票形式の リス トとして出力 できるようにシス

テム構築を している市町村 もある。

(4)新 増築家屋に関する資料

○ 建築確認申請か ら償却資産の情報を収集す る。

○ 建物及び構築物の新築、増築、改築を行う場合は、建築確認申請が提出され る。この申請に

は、所在地、建築主、用途等の情報が記載されているため、用途が店舗又は事務所であると判

明すれば、申告対象資産を保有 していることが推測できる。
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(5)そ の他

○ 船籍簿の閲覧

○ 財団法人 自動車検査登録協会か らのデータ提供

○ 広告、看板、電話帳及びチラシ等

○ 航空写真か らの把握

○ 船舶については、都道府県の水産課等で管理 している船籍簿を閲覧 し、船籍を確認 し、申告

漏れなどを把握することができる。

○ 大型特殊 自動車や建設機械等については、高額なものが多いが、事業所が小さいところが多

く、また、移動するため捕捉 し難い面がある。このような資産につ いては、財団法人 自動車検

査登録協会で、有料だがデータ提供が受けられるので、このデータを利用す ることができる。

○ 常 日頃か ら市町村内を巡回 し、広告や看板等により事業者を把握する。また、電話帳、広告

のチラシも参考 となる場合がある。

○ 土地 ・家屋の課税資料 として、賦課期 日現在の状況を航空撮影 している場合は、この航空写

真が課税客体の捕捉 に役立つことがある。例えば、駐車場等について、判明することがある。

3税 務 署 調 査

(1)税 務署調査の意義

償却資産の調査を行 う場合は、その対象は、納税義務者本人はもちろんであるが、所轄税務

署な どで事前に国税関係資料を調べ てお くとその後の調査事務を効果的に行える。例えば、国

税関係資料 と固定資産税の申告内容に相違があった事業者を重点的に調査を行 うなどの対策を

立てることができる。作業 としては、国税の申告資料を もとに、固定資産税の申告内容が正 し

いかどうかをチェックするものである。

(2)調 査の確認事項

○ 法人 につ いては、決算報告書と償却資産 申告書の取得価額、評価額 との照合を行う。

個人については、決算書 と償却資産申告書 との照合を行 う。

○ 法人税申告書別表第16と 償却資産種類別明細書 との照合を行う。

○ 国税の申告資料があるにもかかわ らず、固定資産税が未申告となっている事業者の確

認を行 う。

○ 法人については、決算報告書(貸 借対照表、減価償却資産の償却額の計算 に関す る明細書)
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と償却資産申告書の取得価額、評価額 との照合を行う。個人につ いては、決算書(青 色申告書、

収支内訳書、減価償却明細書)と 償却資産申告書との照合を行 う。国税資料に資産が計上 され

ているにもかかわらず、償却資産の申告がされていない場合は新規納税義務者の登録を行 う。

○ 法人税申告書別表第16と 償却資産種類別明細書との照合を行い、法人税申告書別表16に 資産

が計上されているのに、固定資産税の申告が無い場合は、申告漏れである可能性が高 く、また、

その価格について明 らかに差異がある場合は、当該資産につ いて正 しく申告されていない可能

性が高い。

○ 国税の申告資料が あるのに固定資産税の申告がない法人については、申告漏れとなっている

可能性が高いので、そういった法人につ いては特に重点的に調査を行 う。

4実 地 調 査 の 事 前 準 備

(1)実 地調査の意義

固定資産税を賦課す るに当たっては、その基礎 となる課税事実すなわち納税者の所有にかか

る固定資産の的確な把握を しなければならないが、そのためには、市町村が 自ら進んで調査を

行うとともに、必要に応 じ、納税義務者に帳簿書類等の提示を求め る等、質問、検査を行 うこ

とができなければな らない。特に固定資産税は、普通徴収の方法によ り課税事務を行 うもので

あ り、質問、検査等は徴税機関の本来的な職務というべきものである。

また、償却資産については、土地、家屋とは異な り、納税者か ら申告を受け、こ の申告が課

税事務 について大きな役割を果たす ものである。 しか しなが ら、納税者か らの申告をそのまま

容認 して課税事務を行 うことは、申告内容が誤 っていて もチ ェックすることができないという

ことであり、実地調査を行 うことによって、申告内容の誤 りを補完するものである。

(2)質 問検査権

質問 ・検査等は、特 に法律の根拠を待つまでもな く、一般の行政作用の一環と して行うこと

ができるものであるが、なお納税者 において十分な協力が得 られない場合を考慮 し、徴税機関

に質問検査の権限を法律上付与 し、その検査拒否、不答弁あるいは虚偽答弁に対 して罰則をも

って臨むことにより、課税事実の把握の実効を期待 しようとす るものである。ただ、この質問

検査の権限は、任意調査におけるものであり、納税者の意思に反 し、あるいはこれを無視 した

強制調査を認めたものではなく、ただ質問検査の拒否等に関して罰則があるということによ り

その実効性を担保 しているに過 ぎないものである。

そこで、固定資産税の賦課徴収に関 し必要がある場合は、質問又は帳簿書類その他の物件の

検査を行うことができるものであるが、質問検査の相手方は次のとお り規定 されている。

ア 納税義務者又は納税義務があると認め られる者

イ アに掲げる者 に金銭又は物品を給付する義務があると認め られる者

ウ ア及びイに掲げる者以外でその固定資産の賦課徴収に関 し直接関係が あると認められる
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者

このうち、質問についてはアか らウまでに掲げるすべての者につ いて行 うことができるが、

検査については、ア及びイに掲げる者の事業に関する帳簿書類その他の物件 に対 してのみ行 う

ことができる。

(3)調 査計画

○ 調査の時期は、申告書の受付事務か ら賦課決定にかか る時期を除いて行 うため、5月

頃か ら11月頃までに行 うことが多い。

○5年 間で、全ての納税義務者の調査が行えるように計画する。

○ 償却資産の申告を税理士に一任 している事業者の場合は、税理士事務所へ出向き調査

を行う。

○ この場合、同じ税理士について、何件かまとめて行え るようにする。

○ 実地調査は、制度の周知徹底 と資産の捕捉に最 も効果的な手段である。また、未申告者の解

消 と申告内容の確認のため、調査の充実、拡充を図ることが求められるが、償却資産の数は膨

大であることか ら、実際の調査に当たっては、調査人員、調査内容等をあらか じめ計画 してお

く必要がある。

○ 調査の時期は、申告書の受付事務か ら賦課決定にかかる時期を避け、5月 頃か ら11月 ごろま

でに行 うのが一般的であるが、調査体制が確立 している市町村では、年間を通 じて調査を実施

しているところもある。

○ 固定資産税の賦課権の除斥期間は、5年 間であるので、5年 間ですべての納税義務者の調査

が行えるよ うに計画する。

○ 償却資産の申告を税理士に一任 している事業者の場合は、当該事業者だけでなく、税理士事

務所へ 出向いて調査を行 うのが有効である。この場合、税理士等の都合 も考慮 し、同じ税理士

について、1回 につ き何件かま とめて行えるように し、事前に日程調整を行 う必要がある。

(4)通 常の実地調査以外の調査

○ 当該市町村の区域以外 に本社等がある場合は、一般の税務調査 とは別に所在地 ごとの

調査を行う。

○ 未申告者、免税点以上で比較的資産が多い事務所、又は税務署調査で申告内容が相違

していることが判明した事業者は、事前にリス トア ップ しておき、場合によっては、一

般の調査とは別に調査を行う。
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○ 償却資産の申告を行 う事業者は、一般的には当該市町村内に事務所があることが多 く、調査

を行 う場合 も当該市町村内の事業所に出向くことが多いが、当該市町村の区域以外 に本社が あ

り、そこで経理が行われている場合は、本社に出向いて調査を行わなければな らず、一般の調

査とは別に所在地ごとに事業所等の把握を行 ってお く必要がある。

○ 未申告者、免税点以上で比較的資産が多い事務所、又は税務署調査で申告内容が相違 してい

ると判明 している事業者 については、事前に リス トアップ しておき、一般の納税者 とは別に重

点的に調査を行 うことも必要である。

5実 地 調 査

(1)帳 簿書類等 との照合

○ 申告書(償 却資産種類別明細書)と 固定資産台帳との資産ごとの照合を行う。

○ ただし、資産件数の多い企業などで、一品ごとの照合が困難な場合は、償却資産申告

書の種類別取得価額 と固定資産台帳の取得価額の合計額を照合 し、一致 しない場合のみ

一品ごとの照合を行う
。

○ 償却資産種類別明細書に記載された資産 と現物 との突 き合わせ調査を行 う。

○ 申告書(償 却資産種類別明細書)と 固定資産台帳 との資産ごとの照合を行 う。固定資産台帳

に記載 されているが、償却資産種類別明細書 に記載 されていない資産は、申告漏れ資産である

可能性が高い。具体的には、貸借対照表の帳簿価額 と固定資産台帳又は減価償却資産明細書の

価額を照合 し、決算資料の連動性の確認をす る。

○ ただ し、資産件数の多い大規模な企業な どは、一品ごとの照合事務が膨大になることがある。

そのような場合は、過去に課税漏れ等がない事業者につ いては、償却資産申告書の種類別取得

価額 と固定資産台帳の取得価額の合計額を照合 し、一致 しない場合 についてのみ一品ごとの照

合を行 う。

○ 実地調査 については、償却資産の購入から申告までの台帳、又は証拠書類の確認な ど書類関

係を中心に行う照合確認作業 と、種類別明細書に記載された資産と現物の照合を行う現物調査

がある。実際の調査においては、書類関係の調査が中心 になるが、資産を確認す るという意味

か ら現物調査もおろそかにはできない。
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(2)課 税時期の確認

○ 賦課期 日と法人の決算 日が異なる場合は、事業年度終了後の資産の ままで申告 してい

ないか総勘定元帳、その他の原票等で確認す る。

○ 建設仮勘定に計上されている資産で申告のないものについては、その稼働 日等の調査

を行う。

○ 新規に計上された資産については、前年以前の取得年が記載 されていないか確認す

る。

○ 賦課期日と各法人の決算 日が異なる場合は多いが、決算 日の資産の状況を申告 していること

がある。この場合、事業年度終了後の資産の増減が申告か ら漏れていことが考え られ、総勘定

元帳、その他の原票等で確認す る必要がある。

○ 建設仮勘定にて経理されているものであっても、その一部が賦課期 日までに完成 し、事業の

用に供することができる場合は、その完成部分は償却資産 として課税対象 となるので賦課期 日

現在の資産の状況を把握する必要がある。具体的には、建設仮勘定 に計上されている資産で申

告のないものについては、事業の用に供することができる状態にあるか どうかを確認をする。

○ 償却資産種類別明細書の取得年月欄の取得年について、移管資産(他 の資産所在市町村か ら

移された資産)及 び前年以前の取得年が記載されている資産は、取得年か ら前年までの間の申

告が漏れている可能性が高い。例えば、平成9年 度には じめて申告 された資産であるにもかか

わ らず、当該資産の取得年が平成7年 度であれば、平成8年 度分の申告が漏れている可能性が

高い。

(3)複 数の市町村に資産が所在 している事業者 の確認

○ 事業所が複数の市町村にある場合で、経理が事業所 ごとに行われていなないときは、各

市町村へ提出されている償却資産申告書の取得価額 と減価償却明細書の取得価額が一致 し

ているかを照合す る。

○ この場合は、他の市町村へ提出 した申告書を確認す るか、場合によっては関係市町村 に

内容を確認す る。

○ 事業所が複数の市町村にある場合で、経理が事業所 ごとに行われていないときは、各市町村

へ提出されている償却資産 申告書の取得価額 と減価償却明細書の取得価額が一致 しているか照

合 しなければな らない場合がある。方法 としては、他の市町村へ提出 した申告書を確認す るか、

場合によっては関係市町村に内容を照合す る。

○ また、当該市町村の区域以外に本社等があ り、そこで経理が行われている場合は、当該市町

村への申告が漏れている場合 もあるので、特に注意する必要がある。
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(4)大 型特殊 自動車の確認

○ 車両運搬具の中に自動車税、軽 自動車税の課税客体以外の資産(大 型特殊自動車)が

あるか確認する。

○ 車両運搬具の中に自動車税、軽自動車税の課税客体以外の資産(大 型特殊 自動車)が あ るか

確認する。なお、事前にデータを持 っていると確認が容易である(参 照:2新 規事業者の把握

(5)そ の他)。
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第2申 告 ・納税手続の簡素化について

償却資産の申告 ・納税手続の実態について、納税者の立場か らの説明を受けた。併せて簡素化 とい

う観点か ら種 々の提案 もな されたが、中には制度の根幹にかかわるものもあり、制度の見直 しに当た

っては、十分な検討が必要である。

1申 告 事 務 に関 す る簡 素 化

(1)賦 課期 日

固定資産税は、賦課期 日である1月1日 現在において所有する資産に対 して課税するこ

ととになる。 したがって、償却資産の所有者 は、毎年1月1日 現在の資産の状況を1月31

日までに当該資産が所在す る市町村長に申告す ることにな る。一方、法人税においては、

事業年度 ごとに資産を把握することになるので、同じ資産について法人税 と固定資産税で

基準 日を異に して資産を把握 しなければならない。

○ 固定資産税における償却資産の価格 については、法人税又は所得税における減価償却費 とほ

ぼ同様の計算を行 っているが、資産を把握す る時期が、法人税は事業年度が基準になるのに対

し、固定資産税は1月1日 であるため、この基準 日が異なることが多い。

○ したがって、法人税 と固定資産税 とで、同じ資産について2通 りの資産管理を しなければな

らず、負担を感 じている事業者が多い。

○ 賦課期 日を法人の事業年度の末 日とす るとか、あるいは賦課期 日を1月1日 にするとしても、

事業年度の末 日以後 に取得 した資産については、翌年度の申告 とす ることを検討 してもよいの

ではないか。

○ 元 々、固定資産税の課税標準 となる価格等の計算は、法人税における減価償却制度 に依拠 し

ているものの、完全に一致 しているものではない。 しか し、賦課期 日を各法人の事業年度に合

わせ ることができれば、少なくとも基礎 となる資産の把握 に関する事務は一度で済ますことが

できる。

○ 固定資産税 と法人税 とは別の制度であるが、事業者 としては、固定資産税における償却資産

と法人税における減価償却資産 とで別の取扱 いを しなければならないのは理解 しがたい。

○ 資産の状況 というのは、法人であろうが、個人であろうが実際には決算期 ごとに管理 してい

るもので、決算期にならなければ分か らないような ものがある。

○ 例えば9月 決算の法人が10月 から12月 までに取得 した資産について も申告するというのは、

制度 としては理解できるが、実務上 は相当な負担となる。1月 中には、11月 、12月 の資料が整

理されていない事業者 もいる。
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○ 固定資産税 という体系上やむを得ず賦課期 日である1月1日 現在において資産の状況を把握

しているが、賦課期 日を法人の事業年度に合わせることができれば、事務的にかな りの簡素化

となる。

○ 賦課期 日を事業年度の末 日に した場合、市町村 も実務的に簡素化 されるのでないか。それは、

固定資産税の課税客体が決算の状況 と一緒になるということであり、決算書を申告の代用 とす

ることもできるのでないか。

(2)申 告書の提出期限

償却資産の所有者は、1月1日 現在におけ る当該償却資産の状況を1月31日 までに申告

しなければな らない。この申告期限を1月31日 としているのは、所有者の申告書を調製す

る時間的余裕 と市町村における価格決定のために要請 され る事務上の都合(価 格の決定は

2月 末 日まで)と の両者の事情を考慮 して定め られているものであるが、事業者の中に

は、1月1日 現在の資産の状況を1月31日 までに把握 し、申告書を調製するというのが 日

程的に相当厳 しいところもある。

○ 申告期限が1月31日 であるというのは、事業者にとっても税理士にとって も非常な繁忙期で

ある。所得税の法定資料の提出時期 とも重複 し、贈与税や確定申告の事務とも錯綜する。

○ 市町村の中には 「1月31日 の申告期限を1月20日 になっていますから御協力をお願い します」

といった通知をするところがあ るが、事務的にはかなり困難である。

○ 申告をする者としては、申告期限を短縮させ られて提出を強いられ るより、期限後の申告で

あっても、多少融通を効かせて もらった方が好意的に感 じることができる。

○ 複数の市町村 にまたが って所在 している資産が多い場合、賦課期 日か ら申告期限まで1月 し

かないとい うのは事務負担が重いと感 じている。法人税同様2月 程度は猶予を置 くといったこ

とも必要ではないか。

・ このことについて、市町村側か ら以下の意見が出された。

○ 申告期限が1月 末 日となっているのは、その後、2月 末 日まで価格の決定が行われ、3月1

日か ら3月20日 まで縦覧を行わなければならないといったこともある。ただ、納税者か らの申

告を電算で処理 しているような ところでは、2月 末 日とな っても実務上可能な市町村もあろう

か と思われ る。

○ 現実に、償却資産の申告を決算期まで待ってほ しいという事業者 もいるが、その場合の取扱

いは、 とりあえず、資産の状況 を前年 どお りとして課税事務を進め、決算後 に新 しいデータに

基づいた修正申告を してもらい、処理を している。現行制度ではこのような方法で行うしかな

いのではないか。
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(3)理 論帳簿価額

固定資産税 における資産の評価等については、固定資産評価基準 によ り評価す ることに

なるが、償却資産の価格の決定に当たっては、さらに、いわゆる理論帳簿価額を下回るこ

とはできないこととされている。

しか しなが ら、この理論帳簿価額の算出については、かな りの事務負担を伴うにもかか

わらず、実益 に乏 しいのではないか。

○ 固定資産評価基準による評価額と理論帳簿価額 とを比較す る必要があるので、事業者は同じ

資産 について、同様の計算を2回 行わなければならない。

○ 市町村においても、評価基準だけに基づいて償却計算を行 うような形で管理 していく方が、

課税事務はスムーズになるのでないか。

○ 市町村によっては、理論帳簿価額の算出を求めていないところもあり、制度的に無 くして も

良いのでないか。

・ このことについて、市町村側か ら以下の意見が出された。

○ 実際の申告では、資産の名称、取得年月、取得額のみを記載すれば、残 りの計算等につ いて

は市町村側で処理を行っているところもあり、理論帳簿価額は求めていないところもある。

(4)家 屋 と償却資産の区分

固定資産税の課税客体である償却資産については、 「土地及び家屋以外」の資産 とされ

ている。 したが って、まず、土地又は家屋の範囲を特定 しなければ償却資産の範 囲は定 ま

らないが、現実には一つの建物の中で家屋に相当する部分 と償却資産 に相当する部分が混

在 しているため、両者の区分に困難を来す場合がある。

○ 建物勘定 については、家屋であるのか償却資産であるのか判断が困難な場合がある。

○ 建築業者 にはある建物を2億 なら2億 でということで依頼 してお り、その内訳 として電気設

備であるとか、配管設備などの説明を受けた として も、ある部分の価格を特定するのが難 しい

場合がある。 したが って、建物付属設備で償却資産の課税客体になるものがあったとして も、

家屋 との二重課税にな るのではないか という心配がある。

○ 賃貸マンションなどで賃借人が行 う建物の内部造作については、賃借人の ところで申告 して

もよいとしている市町村 もあるようだが、 「家主さんの ところで行 ったのだか ら家主さんの も

の」 という考え方 もある。
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(5)資 産の増減がない事業者及び資産規模が小さい事業者

償却資産の所有者は、毎年、1月1日 現在における償却資産の状況を1月31日 までに申

告 しなければな らないこととされているが、課税標準となるべき額が150万 円未満の資産

規模が小さな事業者、及び設備投資などを頻繁には行わない事業者で資産の増減がない事

業者の申告を簡素化できないか。

○ 前年 中に資産の増減が無いときは、申告書に印だけ押 して申告 して良いとしているところも

あるが、ある時期までに申告書が提 出されない場合は増減がないとみな し、課税事務が進め ら

れることがあっても良いのではないか。

・ この ことについて、市町村側か ら以下の意見が 出された。

○ 事実上、申告を省略 している場合がある。例えば、前年のデータを事前に送付 し、その内容

に異動がないことを確認 した場合などである。

○ 市町村によっては、前年の申告分か ら異動のある資産のみを申告すれば良いとしてるところ

もある。

○ 実務上、資産規模が100万 円程度の事業者(免 税点に明らかに満たない者)に ついては、資

産が減少 した場合は申告を不要 とし、資産が増加 した場合のみ申告を要するとす る取扱いを し

ている市町村 もある。

(6)所 在地ごとの申告

償却資産の所有者は、資産が所在 している市町村に申告を しなければな らならないが、

同一事業者の資産が複数の市町村に所在 していることもあり、所在す る市町村ごとに申告

をす るのは、納税者にとっては相当の事務負担である。

○ 市町村税 である償却資産については、資産が所在する市町村ごとに資産管理を行い、申告を

しなければならない。資産規模がある程度以上の事業者になると償却資産について も電算で管

理 しているので、それほど負担ではないともいえようが、電算で資産管理を していないような

事業者 にあっては、所在市町村ごとに資産管理を行い申告す るとい うのは相 当な負担である。

○ 政令市であると各行政区ごとに分別 し、申告 しなければならないが、これ は行政側の都合を

納税者 に強いているように感 じる。

○ 複数の市町村 に資産が所在 している事業者につ いては、申告書において、資産の所在地を記

入す る欄を設ければ、本社のあ る市町村だけに申告をすることで済むのでないか。
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(7)国 税 との関係

固定資産税における償却資産は、法第341条 第4号 において法人税法又は所得税法の規

定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入 され るもの と規定されているように、国

税 とは密接な関係があるが、国税における償却計算 と完全には一致 しないな ど、若干の制

度上の違いが ある。 したが って、各事業者においては、国税における減価償却資産の計算

と固定資産税 における償却資産の評価額の計算 と、同一の資産につき、類似 している別の

計算を行わなければならず、二度手間である。

○ 固定資産税 と法人税とでは、償却計算が異な っているので、同一の資産について、固定資産

の会計 システムを法人税用 と固定資産税用と並行的に管理 しているという状況があり、二度手

間と感 じて いる事業者 もいる。一つのシステムで管理できるようになれば、経費的にはかな り

軽減 される。

○ 事業者というのは、法人税又は所得税などの国税を中心に事務体系を採っているのが通常で

ある。つま り、固定資産税 において も、国税との実務上の整合性が図れないものか。

○ 例えば、法人であれば別表16、 個人であれば青色申告書、また、収支決算書 も償却資産の明

細を入れることになっているので、それ らを利用することができれば、納税者の事務負担は非

常に軽減される。

○ 固定資産税では、経理上で建設仮勘定であ る資産について も、事業の用に供することができ

る資産は申告 しなければな らず、建設仮勘定のなかで振 り替えを行わなければな らない場合が

あるが、実際には建設仮勘定の振 り替えは、例えば、6月 決算の法人であれば6月 になってか

ら振 り替えを行 うのがほとんどである。つまり、建設仮勘定中の資産を固定資産税の申告用 に

振 り替えなければな らない場合があるとして も、これに関する申告事務を誠実に行 うほど事務

負担が増加 し、税金が増えることになる。

(8)税 制改正の成立時期

例年、翌年度の税制改正案は、賦課期 日直前の12月 末にまとまり、賦課期 日及び申告期

限が過 ぎた3月 末頃に国会を通過 し、正式に決定する。具体的には、平成10年 度の税制改

正は、平成9年12月 に政府案が固ま り、平成10年3月 に国会で決定 され るということにな

るが、決定された内容については、平成10年 分か ら適用されるものがあり、平成10年1月

1日 現在の償却資産に対 して影響を及ぼす ものがある。 したが って、申告者の側か らは、

あくまで も政府案をもとに国会での法案成立を見越 して申告作業を行 うことにな り、不確

定な状況で申告書を作成することになる。
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○ 償却資産の申告を電算で調製 している事業者は、税制改正において、特例率や特例対象資産

の範 囲に変更があった場合、短期間の うちに電算システムのプログラム修正を行 うことな り、

申告事務の 日程がかな りきつ くなる。

○ したがって、税制改正の実施については、翌年度分か ら適用するようにされ ると、事業者側

の事務負担はかなり軽減される。

(9)申 告書のサイズ等

申告書の様式サイズは 自治省令によりB4版(平 成11年 申告分よりA4版)と されて い

るところであ り、ほとんどの市町村でB4版 が使用 されているが、一部の市町村 において

は、他のサイズを使用 しているところがあり、B4版 で提 出しても受け付けないところが

ある。

また、申告書の色は草色 とされているが、資産規模が大 きく、資産管理を電算で行 って

おり、そこか ら直接申告書を印刷 している事業者は、草色の申告書にて申告するのが難 し

い。 しか しなが ら、草色 にこだわる余 り、このような電算か ら打ち出された申告書を受け

付けないとしている市町村がある。

○ 様式のサイズがB4が あったり、A4が あった りしてバ ラバラである。複数の市町村に申告

しなければな らない事業者は負担を感 じる。

○ 様式のサイズが異なる団体に、何時になった らサイズが変わるのか聞いたところ、昔、刷っ

た申告書が残 っているのでそれがな くなるまで待ってくれ と言われ、いつ頃になるのか聞いた

ところ10年 ぐらいかか るなどといっている。そんなのを納税者に強いるのはおか しいのではな

いか。

○ 現在、各事業者は電算処理が進んでお り、申告書においても電算か ら打ち出された ものを提

出しているところもある。この場合、申告書の色は黒色に しかな らないが、市町村の中には草

色の申告用紙でなければ受け付けないところがある。

(10)申 告書の手引き

申告書の手引きが貧弱である。

○ 非課税資産あるいは特例があるような資産については、 どの資産が対象になるのか判断が難

しい。例えば、ある施設について、平成何年まで取得の資産は非課税です といったものがある

が、ではその施設は何か というと、条例何条を見なさいということになっている。そこで、条

例何条を見 ようとす ると市役所 まで行かなければな らない。申告に関す る手引きに主な関連条

文を掲載すれば良いのではないか。
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(11)少 額資産

少額資産の取扱いにつ いては、現在、依命通達において、法人税等における実際の取扱

いに合わせる旨規定 している。 しか し、現在、法人税等において、その取扱い基準を変更

する旨の検討がな されている。

○ 固定資産税 におけ る少額資産の取扱いは、法人税又は所得税における少額減価償却資産の実

際の取扱いに合わせて取 り扱 うよう、依命通達に規定されている。 しか し、法人税及び所得税

においては、少額減価償却資産の取得価額基準を20万 円か ら10万円に引き下げるなどの見直 し

が検討されているが、このような見直 しが行われた場合、固定資産税の取扱 いはどのようにな

るのか。

○ 法人税又は所得税 と異なる取 り扱いをすると、課税ベースが拡大す るばか りでな く、申告の

事務負担が増大することになる。

○ 平成10年4月1日 以降、取得価額10万 円未満の償却資産で当該資産の取得に要 した経費の全

部が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上一時に損金又は必要な経費に算入 された

ものは、原則と して課税客体 としない。

なお、取得価額が10万 円以上20万 円未満の償却資産で、法人税法又は所得税法上、事業年度

ごとに一括 して3年 間で償却を行うものについても課税客体か ら除外する旨の説明があった。

2納 税 手 続 に 関 す る簡 素 化

(1)市 町村ごとの納税事務

市町村税である固定資産税の課税事務は、当然 に市町村において行われ るものである。

したが って、資産が複数の市町村に所在 している場合は、所在 している市町村ごとに納税

しなければな らないが、市町村によって、納期 に関す る取扱いが異なってお り、納税者 に

よっては相当の事務負担 となる。

○ 固定資産税の標準納期は、4月 、7月 、12月 、2月 であ り、れぞれの 自治体の条例で定め ら

れているが、標準納期 と異なる納期を設定 している市町村がある。中には12回 に分割 して納期

を設定 しているところもあ り、そのため、納期管理につ いてはかな りの事務負担を伴い、不要

な人件費等を負担 しなければな らない。固定資産税の納付については、電算で管理するのが難

しくて簡素化が行われに くく、かな りの負担を感 じている。

○ 標準納期以外の納期を設定 していることのほか、納期限にかなりのば らつ きがあ り、納期の

管理が非常に煩雑である。納期限の統一、あるいは納付窓口が一本化されれば、納税事務に関

する負担が簡素化され る。
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(2)前 納報奨金

前納報奨金が低額である。

○ 納期管理を しなくて もよいように、例えば一括 して全額納付を行 うと しても、現在の前納報

奨金があま りにも低額であるのでキ ャッシュフローの有効利用といったことを考えると、前納

報奨金制度を選択す る余地はない。

○ 自治体によって多少の差異があるのは理解できるが、前納報奨金の頭打ち制度を設けている

市町村がある。規模の大きな会社についても一括納付が促進されるように前納報奨金制度を見

直 したらどうか。
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第3固 定 資 産 税 に お け る 「事 業 」 の 意 義 に つ い て

1償 却 資 産 の課 税 客 体

固定資産税におけ る償却資産の課税客体は、地方税法第341条 第4号 によ り 「土地及び家屋以外の

事業の用に供す ることができる資産(鉱 業権、漁業権、特許権 その他の無形減価償却資産を除 く。)

でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な

経費に算入されるもの(こ れに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)

をい う。但 し、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付 自転車、

軽 自動車、小型特殊 自動車及び二輪の小型 自動車を除 くものとする。」と規定 されているところであ

り、償却資産の課税客体は事業の用に供す ることができる資産であることが必要である。

2検 討 の背 景

公共法人及び公益法人等の所有す る資産 につ いて、固定資産税の課税客体 となることを前提に非課

税措置又は課税標準の特例措置が講 じられているが、事業のもつ収益性が あることを課税の要件 とす

ると、公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 については、本来収益的性格を有 しないので、こ

れ らの法人が所有する資産は、そもそ も固定資産税の課税客体 となる償却資産には該当 しないことと

な る。

したが って、これ らの法人が所有する資産について、非課税措置又は課税標準の特例措置に関する

規定はそもそも必要ないこととなり、実定法 としての法体系上の整合性が保てない。

また、固定資産税の課税客体 となる償却資産の範囲として、 「これに類す る資産 で法人税又は所得

税を課 されない者が所有す るものを含む」 旨、規定されている。 この趣旨は、法人税又は所得税 を課

される資産 と同種の資産を所有す る法人税又は所得税を課され ない者との負担の均衡を考慮 した もの

である。

したが って、公共法人及び公益法人等の所有する償却資産について も、固定資産税の課税客体 とし

て観念 され るものであるが、一方で、法人税法上の公共法人及び収益事業を行わない公益法人等は、

「法人税を課 されない者」であるにもかかわ らず、収益性のないものを 「事業」か ら除外す ると、こ

れ らの法人が所有する償却資産は課税客体か ら除外され ることとな り、規定 との整合性を失すること

となる。
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3主 な論 議 等

(1)固 定資産税における事業の意義

この 「事業」について、固定資産税逐条解説には、 「一般に、一定の 目的のために一定

の行為を継続 的、反復的に行 うことをいうものであって、必ず しも営利又は収益を得るこ

とを直接の目的とすることを要 しない」 とされているところであり、現行法の解釈 として

は、収益性の有無は 「事業」の要件ではないこととされているが、一方で、事業には 「本

来収益的な性格をもつものであることを必要 とす る」とし、事業には収益性が必要である

とする見解 もある。

○ 事業をどのように考えるべ きかということについては、意見が分かれる。

○ 固定資産税逐条解説では、 「事業 とは、一般に、一定の 目的のために一定の行為を継続 的、

反復的に行 うことをいうものであって、必ず しも営利又は収益を得 ることを直接の 目的とす る

ことを要しない。」 とされてお り、収益性の有無 ということは、必ず しも必要ではないとして

いる。

○ 一方、固定資産税 における事業ということについて、 「事業 というのはある程度収益的な性

格を持つ ものであることが必要である」、あるいは 「本来収益的な性格をもつ ものであること

を必要 とす る」 とし、事業には 「収益性」が必要であるという立場に立 っている考え方も見 ら

れ る。

(2)法 令用語 としての事業の意義

法令用語辞典などには、 「事業」 とは 「一定の 目的をもってなされる同種の行為の反復

継続的遂行をいうが、営業及び事務 と対比す ることによって観念を明確にすることができ

る」 というように規定されてお り、一般的に 「事業」といった場合 には、そこに収益性が

あるか どうか というのは、関係がないと考え られ る。すなわち、固定資産税における事業

と、一般的に考え られる事業とは、その範囲が異なるのか。

○ 法令用語辞典などには、 「事業」 とは、 「一定の目的を もってなされる同種の行為の反復継

続的活動をいうが、営業及び事務と対比することによって観念を明確にすることができる」 と

いうようにされてお り、収益性の有無は勘案されていないものと考え られる。
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(3)償 却資産 と土地 ・家屋との相違点

償却資産 と土地 ・家屋とでは性質が異なる。また、市町村 との応益関係か らも、土地 ・

家屋 とは異なる。

○ 償却資産 と土地 ・家屋 とでは、固定資産税の中でもカテゴ リーが少 し異なるのでないか。非

課税規定に該当しない限 り、居住用の資産であっても事業用の資産であっても土地 ・家屋につ

いては、等 しく課税客体 となる。 しか し、償却資産につ いては誰が どのような使い方をしてい

るか によって、課税客体になったりならなか ったりする。

○ 土地 ・家屋については、外形上で判断が可能であるが、償却資産につ いては、納税者の協力

がなければ捕捉 し難 い性質のものなので、所得課税制度 に関連 させた方が割 り切 りやすいとも

考え られる。

○ 償却資産は、土地 ・家屋のように誰が所有 していても同 じ扱いをするというのではなく、同

じ物を所有 していても異なった取扱いがされ る。当初は、所得課税制度 とセ ッ トで考えられて

いたのではないか。

○ 土地 ・家屋については、そこにあるということによって、市町村 との応益関係が判断できる

のでそれほど問題はないが、償却資産については、事業活動 というものを通 じての応益性 しか

ないのでないか。

○ 例えば、パ ソコンを使 っているか らといって、市町村 との応益関係があるとはいえない。そ

こには、事業活動を仲介 しないと応益関係は説明ができないのではないか。償却資産は、いわ

ゆる物税としての固定資産税の土地 ・家屋と同 じベースでの応益関係はない。そういう意味で

は事業を経 由 しない限りは無理ではないか。

(4)「(こ れに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む)」 の意義

地方税法第341条 第4号 の 「(こ れに類す る資産で法人税又は所得税を課 されない者が

所有するものを含む)」 とは、法人税法又は所得税法において非課税とされている者につ

いては、所得の計算上損金又は必要な経費に算入す るということは現 にないわけである

が、 これ らの者が所有す る資産であっても、資産の本質において類するものであれば課税

客体にするという趣 旨であるとされている。

○ 「これに類する資産」というのは、必要な経費に算入 されるもの に類する資産ではないか。

実際に算入されないもの までこれ に類する資産とはいわないという考え方 もあるが、おそらく、

この()の 内容は、法人税等を課 されない者がお り、それが仮に法人、会社を持 ち、損金 と

して計上されて課税 されるようになれば、そういうものを含む という趣 旨でないか。

○ 法人税法上の非課税法人に対 して も、固定資産税を課税するということを念頭に置いて規定
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した と考えると、法人課税 と関連付けて取 り扱 うのは、逆向きの議論でないか。

○ 例えば、会費収入で運営 しているような公益法人は、対価性があるのか判断が難 しい。現実

には、 「会費」 という名 目で金銭の授受が行われることは結構あるのでないか。

○ 法人税法でも収益事業の範囲を拡大 している。収益事業に関連す るように考える方策 もある。

○ いずれに しても、整理す るときは、何 らかの規定の整備が必要ではないか。

(5)家 庭用資産は課税客体外

償却資産の課税客体を事業用資産 に限定 しているのは、家庭用の資産を課税客体か ら外

すためであるという解釈 もある。

○ 家庭用の資産は償却資産の課税客体か ら除外するが、営利性の有無に関係 なく、反復 ・継続

して使用 しているものは、事業 とみなす ということで整理できないか。

○ 例えば、個人的にパ ソコンを持 っていても課税されないのは、事業ではな く趣味あるいは 自

家用 ということで課税客体か ら外れ る。つまり、ここに 「事業」という要件が意味を持 って く

る。

○ 現実の取扱いとしては、 「事業の用に供す る」というのは、収益性をまったく無視 して考え

ている。ただ、中には課税が漏れているものが実態としてはあるのか もしれない し、考え方が

難 しい もの もあるのか もしれな いが、それは一部であって、ほとん どは課税 している。

(6)公 共法人等における取扱い

公共法人又は公益法人等につ いては、法人税法上、非課税となってお り、これ らの法人

が所有する資産について、現実に減価償却を行 い損金又は必要な経費に算入するような こ

とはないが、固定資産税 における償却資産の課税客体 として、課税 しているもの もある。

○ 公共法人等については、実務上、一般の法人 と同じく、特別な扱いを していない。申告内容

が正 しいか、正 しくないか ということについても、一般の法人と同様に実地調査を行 って実態

を把握 しているところもある。

○ 公益法人が本来の事業で、かつ、収益性が無 い場合は、法人税法ではまった くの無関心であ

る。それは当該法人が独自に会計経理に従って減価償却 していようがいまいが法人税法上はま

った く関係が無いか らである。そういう場合でもここでいう減価償却費が損金又は必要な経費

に算入 され ると言え るのか。

○ これは、公益法人等の非課税や事業の収益性を捕 らえていっているのではな く、法人税法の

計算の規定一般をいっているように考えている。つまり、事業の用に供することができる資産

の減価償却費が全て法人税法では損金算入を認めるわけではない。その中で法人税法で損金算

―22―



入を認めている種類の償却資産 は、固定資産税の課税の対象 となって、仮に非課税法人、公益

法人等が所有 していればそれも含む というように読むのでないか。

○ 公益法人が認可されるのは、公益法人が行 うものは全て公益事業だというとらえ方で認可さ

れているはずだが、現実問題 として公益法人の事業の中には営利事業に該当するもの もあ る。

つま り、非公益事業=収 益事業 ではないし、公益事業=非 収益事業でもない。

○ 本来の公益事業は、そもそ も減価償却を想定 していない。つまり、収益事業であれば当然減

価償却を行 うが、本来の公益事業は減価償却を想定 しているとは言えない。

○ 法人税法上の非課税法人であっても、固定資産税は課税するということを念頭に置いて固定

資産税の仕組みが構築されたと考えると、収益性の有無や法人課税 と関連させるようなことを

考えるのは逆向きでないか。

(7)慈 善事業、奉仕活動等

一般企業が行 う慈善事業、奉仕活動などの用に供す る資産については、企業活動の一環

として課税対象 となる。

○ 一般企業の場合は、慈善事業、奉仕活動をす るとして も、企業自体が商法上の法人で、そ も

そも トータル として営利を 目的としている。その活動の一部 として、企業イメージを良くする

という営業戦略として慈善事業を行っていたとしても トータルとしては営利活動の一環と考え

られ るものである。

○ したがって、企業が慈善事業用に取得 した資産であって も固定資産税の課税客体 になる。

(8)宗 教法人

宗教法人については、境内建物及び境内地が非課税とされているところであるが、それ

以外は課税対象である。

○ 宗教法人が所有す る償却資産については、現実の取扱 いはともか く、文理解釈上は課税客体

ではないか。

○ 宗教法人などで、 よく有料駐車場を経営 しているようなことがあるが、そ ういった場合、そ

の有料駐車場については、当然に課税客体 となるものである。 しか し、祭壇なんかにつ いては、

詳 しいことは調べていないのが実情である。

○ 具体的な話と しては、袈裟が課税対象であるか という問題が ある。袈裟というのはものす ご

く高額 であるということだが、女優の着物は償却資産の課税対象になるのに、お坊 さんの袈裟

はな らないのだろうかというこ とがある。

○ 宗教法人 については、境内建物及び境内地のみ非課税規定があり、償却資産は規定 されてい
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ない。 これ は、償却資産については、あえて非課税規定を置かなか ったのでな く、おそらくそ

んな ものは課税対象にな らないか ら書 いていないのでないか。ただ、厳密に文理解釈すれば、

宗教法人なんかがパ ソコンなどを持 っていれば課税対象 にはなる。

(9)書 画、骨董等

書画、骨董等の美術品については、法人税等において減価償却資産 として償却が認め ら

れていないので、償却資産の課税客体 にはな らない。

○ 美術品に相当するものは、法人税等における減価償却資産にはな らず、実際に企業において

何億円もの絵画を所有 しているとしても、固定資産税の課税客体にはならない。 もちろん、償

却できない ものは償却資産 として課税の対象 にはな らないが、高価な美術品等が課税の対象 に

な らないの は不合理ではないか。

○ 美術品とまでにな らない金額の低い装飾品な どは、減価償却資産 として償却が認め られてお

り、固定資産税 も課税され るが、金額が高額 なものになると美術品として課税対象か ら外れて

しまう。

(10)課 税ベースの拡大等

事業の意義の解釈が変質 しているのは、課税ベースの拡大 という社会的背景があったの

でないか。

○ 固定資産税は、物税であるということに重きをおいたのでないか。つまり、物税であるな ら

同 じ物は同 じように扱うのが公平であると考え、減価償却資産の取扱い如何で課税対象になる

ものとならないものが生 じることはあってはな らず、同 じ扱いをしなければな らないとい う考

えに基づき、課税ベースを広げていったのでないか。

○ 大きな流れで、社会的背景としては、課税ベースの拡大 というのがあったのではないか。

○ 固定資産税というのは、かつて我が国が発展途上段階であった時のように重厚長大型税制だ

という人がいる。それは要するに物にしか課税 しないか らである。今や財産価値 というのは、

土地、建物 よりもコンピュータソフ ト、そういったものに課税客体を移 してい くというか取 り

込んでいくとかそういった議論 もあるが、果た して本当に地方税と して地元の応益関係を証明

できるか どうか という問題がある。
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第4ア メ リ カ 及 び カ ナ ダ の 償 却 資 産 課 税 に つ い て

1課 税 客 体 につ い て

① 財産税の課税客体の定義

ルイジアナ州(ア メリカ)

課税客体 となる資産は不動産、動産、無形資産であ り、資産に付随す る持分権を含む ものであ り、

不動産、不動産以外のすべての物品、金銭的価値のあるもの、現金、預貯金、投資債権、株式、フラ

ンチャイズ権、共 同出資会社や類似の会社に対する持分が課税客体 となる。

ユタ州(ア メ リカ)

課税客体となる資産は動産及び不動産であ り、現金、預金、営業権、特許権、その他の無形資産は

含まない。課税客体 となる有形動産は、具体的には家畜、船、飛行機、 自動車、家具 ・什器、機械、

道具、製造途中過程にある原材料などの物品品 目である。

オ ンタ リオ州(カ ナダ)

課税客体 となる資産は、土地及び土地に固定 された不動産、物的財産であ り、次のものを含む(土

地、建物等に固定されていない、独立 した償却資産は課税客体外である)。

・水に覆われた土地

・土地 に植生する樹木、灌木

・すべての鉱物、鉱石、ガス、油、塩の採掘場並びに地中及び地下の化石

・建築物及び建築物や土地 に固定 されたすべての構築物、機械及び固定物

・高速道路、公共の水路に固定され たすべての構築物及び固定物

② 財産税の課税客体となる棚卸資産の定義

ルイジアナ州(ア メ リカ)

財産税の課税客体である棚卸資産 とは、例えば次のようなものである。

・通常の商取引の販売のために保有されているもの

・来 るべ き販売のために、目下製造過程の途上にあるもの

・最終的には、消費され るか、又は販売され うるサービス

・販売に供され るか、又は流通活動に供 されるもの
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ユタ州(ア メリカ)

棚卸資産は非課税である。

オ ンタ リオ州(カ ナダ)

棚卸資産は非課税である。

③ 財産税 の課税客体となる無形固定資産の定義

ルイジアナ州(ア メ リカ)

財産税の課税客体 となる無形資産 とは、あ らゆる無形動産(た だ し、公共サー ビスの資産は除 く)、

株、預貯金額、保険会社や ローン会社、金融会社によってルイジアナ州で記帳された掛金に対す る保

険料額をいう。

ユタ州(ア メ リカ)

無形資産は非課税である。

オ ンタ リオ州(カ ナダ)

無形資産は非課税である。

2評 価 の方 法 につ い て

ルイジアナ州(ア メ リカ)

評価は各年の1月1日 現在に存在 している物品の状態によって決め られる。

各税額査定者は、各人が担当す る区域の中で課税 されることになるすべ ての資産 に対 して、法で制

定 された基準に従 い、適正な市場価値を決定する。

適正な市場価値 とは、通常の、一般的な条件のもとで、購入の意思があ り、その資産に関する知識

を有する買い手と、売却の意思があ り、その資産に関す る知識を持つ売り手 との間で同意される資産

の値段をいう。

適正な市場価値の決定基準は、行政手続法に従い公聴会が開催 された後、ルイジアナ州税委員会に

よって採用され る。

不動産 と動産の適正な市場価値は、通常、次のような一般的に認知されている方法によって決定さ

れ る。

1マ ーケ ット・アプローチ

実際に市場で取引され、支払われたか、あるいは付けられている最新の価格 に従 って、市場価

値の見積をす る。
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2コ ス ト・アプローチ

ある資産の価値が、その資産を取 り換えるか、再生するか した場合 にかかる価格を評価 し、そ

こか ら減価償却 し、それに土地の市場価値を加える。

3収 入アプローチ

純利益を生み出す投資資本金額によ り、予想純利益を導 き出す。

ただ し、公共サービスに供 される資産については、ルイジアナ州の税委員会(又 は同委員会か ら委

託を受けた者)に よって適正な市場価値が決定 され る。

この ように して決定された適正な市場価値に対 して、次の割合で評価 される。

・土地10%

・居住のための増改築10%

・土地を除 く電気共同事業の資産15%

・その他の資産(動 産を含む)15%

ただ し、農業、園芸、沼地、山林については、適正な市場価値ではな く、利用価値の10%で 課税 さ

れ る。

ユタ州(ア メ リカ)

有形動産は、1月1日 現在の所有者の居住地所在の税管轄区(法 律 によって税委員会が評価す る場

合を除 く)に おいて、適正な市場価値を基に評価され、一定の率で課税され る。 「資産税管理業務標

準」に規定 されている適正な市場価値 とは、その利用 と関連価値について十分な知識があり、買 う意

思のある買い手 と売 り手との間で売買が行われるとき、現金に換算できる最 も妥当な価格である。

オ ンタ リオ州(カ ナダ)

市場価格 によって評価す るが、土地、建物に固定された償却資産を、当該土地、家屋と別個に評価

しない。ただし、パイプ ・ラインについては特別に評価方法が規定されており、設置後3年 毎に5%

ずつ、最低 限度55%に 達す るまで償却 して評価 している。

3申 告 、 納 税 の手 続 き につ い て

ルイジアナ州(ア メ リカ)

税額査定者は、適正な市場価値を決定す るに際して必要なデータを収集す るのに自己申告書類を使

うことができる。納税者は申告用紙を受け取ってか ら45日後か、4月1日 のいずれか遅い方を期限と

して税額査定者に申告書を提出する。

申告書を期限までに提出 しなかった場合は、資産の所有者はその税額査定者による評価 に対 して不

服を申 し立てる権利を失う。提 出を故意に怠った場合は、支払 うべき税額の10%が 罰金 として課 され

―27―



る。また納税者が詐取の意図を持 って虚偽の申告を した場合は、支払 うべき税額の10%が 罰金として

課 され る。

機械設備、家具什器、棚卸資産その他の課税対象資産の申告様式は、行政手続法に従って公聴会を

開いた後、ルイジアナ州税委員会か ら権限を委譲された者の承認を受け採用される。この様式は全州

で統一 して使用され る。

なお、納税の期限は12月31日 である。

ユタ州(ア メリカ)

税額査定者は、評価の対象 となるすべての動産、不動産につ いて、1月1日 正午現在の所有、管理

の詳細を説明する宣誓供述書式に署名のある報告を求めることができる。この報告は、税額査定者か

ら要求があった日か ら30日以内が期限とな っている。

オ ンタ リオ州(カ ナダ)

課税客体の把握は、選挙時の調査(評 価法第15条)及 び評価員の調査による。把握 した資産の評価

は州政府が行い、4月30日 までに市町村あて評価額の通知を行 い、市町村 はそれぞれの行政需要によ

り税率を6月 までに決定 し、課税 している。実際には水道料金の納付時期と合わせており、市町村 に

よ り納期を6回 か ら8回 に分割 している。

4そ の他

① 税率

ルイジアナ州(ア メ リカ)

評価率は市場相 当価額の15%で ある。課税率は州内の場所毎に異なるが、州全体の平均 は約10.6

%で ある。

ユタ州(ア メ リカ)

税率は、 自動車に関する以外は、それ らが所在す る郡において決定する。1996年 の最低課税率 はウ

ェイン郡の0.0074で 、最高課税率はサン ・ホアン郡の0.0459で あった。なお、 自動車については一律

に1998年 の適正市場価格の1.5%で 課税 されている。

オ ンタ リオ州(カ ナダ)

税率 は市町村によって異なる。税率決定の方法は、まず、市町村の行政サー ビスを行うために必要

となる額の合計を算定 し、 ここか ら助成金、手数料等の収入額を控除し、財産税と して徴収するべき

総額を決定 し、この額と総評価額の割合によって税率を決定 している。
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② 非課税資産

ルイジアナ州(ア メ リカ)

・生産者によって所有されている農産物、農機具、及び農業 目的に専有的に使われるその他の設備

(種 まき用の飛行機を含む)、 農場の動物

・文化的 目的、マルディグラのカーニバル用、又は市民活動に使われる資産で、所有者の利益のた

めに使われるものでないもの

・モーター燃料 にガソリンを使うボー ト

・人間の食用の海産物を集める商業用の船

・国際貿易に従事す るか、ルイジアナ州の港が所在地となっている船舶、海洋ダグボー ト、いか だ

ユタ州(ア メ リカ)

・米国連邦法の もとで非課税 とされている資産

・州、学校区、公共図書館の持つ資産

・カ ウンティ、市、町、特別区の資産

・非営利団体によって、宗教 目的、慈善 目的、教育目的のみの目的で所有されている資産

・埋葬地(民 間又は法人の利益のために所有、使用されているものを除 く)

・農業用設備と農業用機械

・無形資産

・1月1日 正午現在にユタ州に所在する有形の動産で、通常の商行為により売 りに出されているか、

12ヶ月以内に小売業者、卸売業者、販売業者、加工業者、倉庫業者、製造業者、生産者、運送業

者、農家、養家畜業者等の棚卸資産 として最終的に州外へ運び出され る予定になっているもの

オ ンタ リオ州(カ ナダ)

・連邦政府及び州政府の財産

・先住民(indians)の 土地

・教会の境内、墓地

・公共の教育施設

・慈善 的あるいは宗教的な教育施設

・教育施設(50エ ーカー以下)

・公共病院

・高速道路、通信施設及び公共広場

・市町村の財産等
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③ 会 計年 度

ルイ ジァ ナ州(ア メ リカ)

州の 会計年 度は7月1日 か ら6月30日 までで あるが 、州 内各 自治体 はそれ ぞれ独 自に会計年度 を定

め てい る。

ユ タ州(ア メ リカ)

州 の会計 年度 は7月1日 か ら6月30日 まで である。

オ ンタ リオ州(カ ナ ダ)

州の会 計年度 は4月1日 か ら3月31日 までで あるが 、市町村 の会計 年度 は1月1日 か ら12月31日 で

あ る。
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ア メ リカ 合 衆 国 の 資 産 税(propertytax)の 概 要

(○=課 税客体、 ×=課 税客体外)

区 分 アラバマ州 アラスカ州 ア リゾナ州 アーカ ンソー州 カ リフォルニア州 コロラ ド州 コネテ ィカッ ト州 ディラウ ェア州

課

税

対

象

土 地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

償 却 資 産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

棚 卸 資 産 × ○ × ○ × × × ×

無形固定資産 × × × ○ ○ × × ×

非 課 税 資 産 公害防止設備等

外国貿易指定地域

にある通関前の棚

卸資産

州、地方 自治体の

産業振興債 によっ

て取得 した資産

家畜、農業用設備

家畜、一定の農業

用機械等

林業用資産は30

年間非課税

評 価 基 準 日 10月1日 1月1日 1月1日 1月1日 3月1日 1月1日 10月1日 郡毎に相違

評 価 額 時価の20% 時価の100% 時価の10～30% 時価の20% 時価 の100% 時価の21～29% 時価 の70% 時価の100%

税率(州 、地方 の

合計税率)

0.4～4.36% 0.87～2.0% 9.35～15.9% 3.2%～6.68% 1%前 後 0.3～1.13% 1.1～7.15% 0.3～1.35%

申 告 期 限

当局か ら通知後

30日 以内 自治体 により相違 5月1日 4月10日 5月 の最終金 曜日 4月15日

納 税 期 間

10月1日

～12月31日 自治体 によ り相違

10月1日 と

翌5月1日 の

年2回

2月 第3月 曜日

～10月10日

11月1日 と

翌2月1日 の

年2回

2月 末 日と

6月15日 の

年2回



区 分 ワシン トン特別区 フ ロリダ州 ジョージア州 ハ ワイ州 アイダホ州 イ リノイ州 インデ ィアナ州 アイオワ州

課

税

対

象

土 地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

償 却 資 産 ○ ○ ○ × ○ × ○ ×

棚 卸 資 産 × × ○ × × × ○ ×

無形固定資産 × ○ ○ × × × ○ ×

非 課 税 資 産

船舶、車両等の登

録税が 課される資

産

農作物 、公害防止

設備 、連邦債、州

債

農業用生産物倉庫

等

登録済の車両、

船舶、航空機

公害防止設備

登録税対象の車両

や商業用船舶

公害防止設備

評 価 基 準 日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日

3月1日

(棚卸資産は期 中

平均残高による)

1月1日

評 価 額 時価の100% 時価 の100%

時価 の40%

農業用不動産30%

無形 資産100%

時価 の100% 時価の100%

人口20万 超 の郡 を

除き時価 の3分 の

1

真正課税価値の3

分の1(無 形 資産

は時価の100%)

時価の100%

税率(州 、地方の

合計税率)

0.96～3.4% 0.22～0.96% 2.12～5.35% 0.293～1.0% 0.986～2.716% 0.49～1.66% 6.3～28.2% 2.8～4.7%

申 告 期 限

動産:7月

不動産:申 告不要

動産:4月1日

無形:6月30日

不動産 ・申告不要

4月15日 申告不要

特定 の申告期限は

な く、当局の通知

による

申告不要

5月15日(無 形資

産 は法人税、所得

税 申告 と同時)

5月1日

納 税 期 間

動産:申 告時納付

不動産:9/15と

3/15の 年2回

3月31日 期限

なお、無形資産は

申告時納付

12月20日 期 限

8月20日 と

翌2月20日 の

年2回

12月20日 と

翌6月20日 の

年2回

人口300万 超 は6

月 と8月 、未満 は

3月 と8月 の1日

5/10と11/10の 年

2回(無 形資産は

申告 と同時)

10月1日 と

翌4月1日 の

年2回



区 分 カ ンザ ス 州 ケ ンタ ッキ ー 州 ル イ ジ アナ 州 メ イ ン州 メ リー ラ ン ド州 マサチューセッツ州 ミ シガ ン州 ミネ ソ タ州

課

税

対

象

土 地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

償 却 資 産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

棚 卸 資 産 ○ ○ ○ × ○ △(商 業用のみ) × ×

無形固定資産 ○ ○ ○ × × × ○ ○

非 課 税 資 産

農業用機 械装 置、

事業用航 空機

州、自治体の債券

自治体の債券

農作物、農業用機

械、家畜等

時価1万 ドル以下

の穀物生産用機械

等

農漁業生産物 、家

畜及び農業用具 、

核退避壕

製造業の棚卸資産 農業用動産、登録

済車両、公害防止

設備

農業用機械、家畜

自治体債券

公害防止設備

評 価 基 準 日 1月1日 1月1日

1月1日

(棚卸資産 は期中

平均残高による)

4月1日 1月1日 1月1日 12月31日 1月2日

評 価 額 時価の12～30% 時価 の100% 時価の10～25%

時価 の100%

(実際 は33～75%

で評価)

時価の100%

居住用、商業用、

産業用等の別に時

価 を基準 に評価

時価の50%

(無形資産 は券面

額又は額面額)

時 価 の0.4～6%

税率(州 、地方の

合計税率)

1.19～1.91% 0.001～0.8% 0.94～1.74% 1.55～2.61% 0.123～0.585% 0.71～2.34% 4.7～9.1% 10.48～14.83%

申 告 期 限 3月15日 3月1日 4月1日 自治体 によ り相違 4月15日 自治体 によ り相違 2月20日 自治体によ り相違

納 税 期 間

12月20日 と

翌6月20日 の

年2回

9月15日 12月31日 自治体 によ り相違 7月1日 7月1日

自治体によ り相違

(無形資産は申告

時)

5月15日 と

10月15日 の

年2回



区 分 ミ シ シ ッ ピ州 ミズ ー リ州 モ ン タナ 州 ネ ブ ラ ス カ州 ネ バ ダ 州 ニューハンプシャ ー州 ニュージ ャージ ー州 ニ ュー メ キ シ コ州

課

税

対

象

土 地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

償 却 資 産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

棚 卸 資 産 ○ × × × × × × ×

無形固定資産 ○ × ○ × ○ × × ×

非 課 税 資 産

農作物、家畜、農

業用具、漁船、株

式、預金

農業、牧畜用 スプ

リンクラー等

農業用工作機械、

登録済車両

登録済車両、公害

防止設備

不動産に永久的 に

付着する資産、登

録済の車両 ・船舶

登録済車両

評 価 基 準 日 1月1日 1月1日 1月1日 又は当該

資産 の登記 日

1月1日 7月1日 4月1日 10月1日 1月1日

評 価 額 時価の10～30% 時 価 の12～33.3%

動産:帳 簿価格

不動産:時 価の

100%

時価 の100%

不 動 産:時 価 の20

～100% 、動 産:

取 得 額 の20%以 上

時価の33.3%

税率(州 、地方 の

合計税率)

5.3～12.4% 0.14～1.03% 予算に応じて決定 2.1～2.9% 1.6～3.64% 1.83～4.33% 0.13～1.19% 1.61～3.73%

申 告 期 限 4月1日

3月1日(製 造業

機械装置等は5月

1日 まで)

自治体 により相違 5月1日 7月31日 4月15日 自治体によ り相違 2月 末 日

納 税 期 間

2月1日 、5月1

日、8月1日 の 年

3回

税額通知 書送付後

20日 以内

11月30日 と

翌5月31日 の

年2回

動 産:11/30と 翌

6/30、 不 動 産:4/

30と8/31

8月 第3金 曜 日、

10月 、1月 、3月

第1月 曜 日

7月1日 と

12月1日 の

年2回

2、5、8、11月

の 各15日

11月10日 と

4月10日 の

年2回



区 分 ニ ュー ヨー ク州 ノース・カロライナ州 ノー ス ・ダ コ タ州 オ ハ イ オ 州 オ ク ラホ マ州 オ レ ゴ ン州 ペ ンシ ルバ ニア 州 ロード アイランド 州

課

税

対

象

土 地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

償 却 資 産 × ○ × ○ ○ ○ × ○

棚 卸 資 産 × × × ○ ○ × × ○

無形固定資産 × ○ × × × × × ○

非 課 税 資 産 防空壕等 公害防止設備等

自治体の債券

登録済車両

従業員 の増加 を伴

う年間25万 ドル以

上 の設備投資

核退避壕 、公害 防

止設備、生物、農

業用収穫設備

農業用機械 装置、

生物、核退避壕、

公害防止設備

評 価 基 準 日 1月1日 1月1日 2月1日

1月1日

(事 業 用動 産 は12

月31日)

1月1日 7月1日

特定 の基準 日な し

(9月 までに評価

終了)

12月31日

評 価 額 時価の100%以 下 時価の100% 時価 の50% 時価の35%限 度 時価 の35%以 下 時価の100% 時価以下 時価の100%

税率(州 、地方の

合計税率)

9.9～10.9% 0.71～2.01% 0.35～0.57% 0.38～1.64% 0.6～1.85% 予算 に応 じて決定 0.926～3.46%

申 告 期 限 申告不要 1月 末日 申告不要 2月15日 ～4月30

日

3月15日 申告不要 4月1日 ～15日

納 税 期 間

7月 、10月 、 翌1

月 、4月 の 各1日 9月1日

2月 末 日と

10月14日 の

年2回

12月31日 と

翌6月20日 の

年2回

1月1日 と

4月1日 の

年2回

自治体 によ り相違 自治体によ り相違



区 分 サウス・カロライナ州 サ ウ ス ・ダ コ タ州 テ ネ シー 州 テ キ サ ス州 ユ タ州 バ ー モ ン ト州 バー ジ ニ ア州 ワ シ ン トン州

課

税

対

象

土 地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

家 屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

償 却 資 産 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

棚 卸 資 産 × × × ○ × ○ × ×

無形固定資産 × × × × × × × ×

非 課 税 資 産

家畜、家禽

農業用機械装置等

農作物、太陽熱 ・

風力利用設備

農業用機械装置

家畜等の生物

農業用資産、車両

核退避壕、公害防

止用設備

公害防止設備 車 両、航空機等

評 価 基 準 日 12月31日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 4月1日 1月1日 1月1日

評 価 額 時 価 の4～10.5% 時価 の100% 時価の25～55% 時価 時価の100%

動産:時 価 の2%

不動産:時 価 の1

%(※)

時価 時価の100%

税率(州 、地方 の

合計税率)

2.24～3.46% 2.24～5.86% 2.6～7.2% 0.54～2.21% 1.23～1.92% 1.9～2.88% 1.02～14.06% 0.88～1.66%

申 告 期 限 3月1日 自治体 により相違 3月1日 4月1日 自治体によ り相違 4月20日 5月1日 当局が指定

納 税 期 間 自治体 により相違

4月30日 と

10月31日 の

年2回

自治体によ り相違 自治体 によ り相違 自治体によ り相違

年4回(期 日は自

治体 によ り相違) 12月5日

4月30日 と

10月31日 の

年2回

バーモン ト州の※ 次のいずれか ①連邦法人税上、償却 未済 のもの=取 得原価の50%。 償却済=10%

② 「連邦法人税上の簿価」と 「取得原価の10%」 の いずれか多い額



区 分 ウエスト・バ ージ ニア州 ウ ィス コ ン シン州 ワイ オ ミ ング州

課

税

対

象

土 地 ○ ○ ○

家 屋 ○ ○ ○

償 却 資 産 ○ ○ ○

棚 卸 資 産 ○ × ×

無形固定資産 ○ × ×

非 課 税 資 産

現金預金 核退避壕、農業用

機械装置、生物 、

車両

農業用生物、公害

防止設備、登録済

車両

評 価 基 準 日 7月1日 1月1日 2月1日

評 価 額 時価の60% 時価 の100% 時 価 の9.5～100%

税率(州 、地方の

合計税率)

0.31～3.77% 2.4～4.09% 0.62～1.05%

申 告 期 限 10月1日 3月1日 2月 第1月 曜 日

納 税 期 間

9月1日 と

翌3月1日

の年2回

1月31日 と

7月31日 の

年2回

9/11～11/10ま で

と3/1～5/10ま で

の年2回

※出典 須田徹著 「アメリカの税法」(中 央経済社)



おわ りに

今回、機械 ・装置等償却資産の保有状況等に関 して、現行の償却資産課税制度を踏まえたうえで、

その課税客体 としての捕捉、申告 ・納税手続の簡素化、事業用資産の範囲な どの点か ら調査研究を行

ってきたが、現行の償却資産課税制度につ いては、法人税及び所得税の体系に依拠 しつつ も、賦課期

日の制度、課税標準 となるべき価格の算定方法、償却の方法等について、国税 と異なる仕組みを採っ

ている結果、納税者か らみれば不合理な面が生 じているという意見 とともに、申告事務の簡素化 とい

う観点か ら、これを法人税 と合わせれば、相当な事務負担の軽減になるのではないかという意見があ

る。

具体的には、固定資産税か ら償却資産を分離 して別の税体系 にしてはどうか、固定資産税における

賦課期 日を各法人の事業年度の末 日としてはどうか、徴収の方法を申告納付方式に改めては どうかと

いった ものである。

一方で、地方分権の推進 という観点からは、国税に準拠 した税制を地方の独 自財源の充実確保、あ

るいは住民 自治の推進 とい う視点に立 ったものに改めるべきであるという要請 もある。

また、地方税務職員数の抑制、効率的な税務行政の推進 という観点か らは、地方団体の独 自性を尊

重 しなが らも、国税 と地方税 との間で連携すべきところは連携 してい く必要がある。納税者の便宜と

いう観点か らも、国と地方団体、地方団体相互間の連携 も必要である。

このような視点 も含め、固定資産税制度 における償却資産の位置づけ、財産税 としての税の性格や

課税方式等について、土地や家屋との整合性にも留意 しなが ら、今後十分な論議を踏まえて、そのあ

り方を考える必要があろう。
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『固 定 資 産 税 逐 条 解 説 』 の 変 遷

自治 省 編 集 『固 定 資 産 税 逐 条 解 説 』(地 方 財務 協 会 発 行)

昭和35年 発行

「事業とは、対価を得るために、継続的、反復的に行われる行為をいう。 したが って、公益法人等

において もっぱ ら公益のために使用 されている資産等は、 ここにいう事業の用に供す る資産、すなわ

ち償却資産 とはいえないが、同じく公益法人のような ものが所有 している資産であっても、それが収

益事業の用に供されているものである場合には、ここにいう償却資産 とされ る。」

昭和42年 発行

「事業 とは、営利又は収益の 目的のために、一定の行為を継続的、反復的に行うことを言 う。 した

が って、公益法人等において専 ら公益のために使用されている資産は、ここにいう事業の用に供す る

資産、すなわち償却資産とはいえないが、同 じく公益法人のよ うなものが所有 している資産であって

も、それが収益事業の用に供されているものである場合には、ここにいう償却資産 とされる。」

昭和46年 発行

「事業 とは、一般に、一定の 目的のために一定の行為を継続的、反復的に行うことをいうものであ

って、必ず しも営利又は収益を得ることを直接の 目的とすることを要 しない。」
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償却資産における 「事業」についての各種解説

奥野誠亮著 『地方税法』(羽 田書店、昭和25年 発行)

「事業 というのは、ある程度収益的な性格を もつ ものと解さなければな らない。従 って、 もっぱ ら

学術の研究を目的とす る公益法人が、研究の用に供 している資産であるとか、博物館などで公衆の展

覧 に供 している資産などは、事業の用に供することができる資産には含まれない。」

河西俊一著 『固定資産税』(学 芸書房)

「「事業」 とは、対価を得 るために、継続的、反復的に行われ る行為をいう。必ず しも営利又 は収

益その ものを得 ることを直接の 目的とするものであることを必要 としないが、当該事業が、本来収益

的な性格を もつ ものであることを必要 とす るものと解 される。」

望月宝、家田薫、清水英明共著 『償却資産 を中心とする固定資産税』(政 経書院、昭和39年 発行)

「固定資産税においては、事業とは、必ず しも営利又は収益その ものを得 ることを直接の 目的とす

るものであることを必要としないが、当該事業が本来収益的な性格を もつ ものであることを必要 とす

るもの と解す るのが至当であろう。」

佐々木喜久治著 『固定資産税』(税 務経理協会、昭和43年 発行)

「「事業」 とは、一定の行為を継続、反復 して行 うことをいうものであ って、必ず しも営利又 は収

益その ものを得ることを直接の 目的とするものであることを要 しないが、その事業が本来収益的な性

格をもつ ものであることを必要 とされ ると解 されている。従って、公益法人が もっぱ ら公益のために

使用す る資産は、ここにいう事業の用に供す る資産、即ち償却資産には含まれないが、公益法人が公

益事業を行 う一助 として収益事業をあわせて行っている場合には、その収益事業に供 されている資産

は、課税客体 となる償却資産になるわけである。」

前川尚美、杉原正純共著 『現代地方自治全集』(ぎ ょうせい、昭和52年 発行)

「ここで 「事業」 とは、一般には、一定の目的を もって一定の行為を反復継続的に行 うものをいう

ものであ り、必ず しも営利又は収益その ものを得ることを直接の 目的とすることは要 しないが、課税

客体と して償却資産を含めた固定資産税の創設の趣 旨か らいっても、本来的には収益性をもった経済

活動に限るものと解される。従 って、例えば、公益法人の公益事業、労働組合の労働活動、政党の政

治活動、文化団体の文化活動等は、一般的には収益性をもった行為 とは言い難いものであるので、原

則 として、ここでいう 「事業」には該当しないもの と考え られる。」
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行政実例

労働組合法による労働組合の償却資産の取扱いについて

(昭和37年5月1日 日立市長宛 自治省 固定資産税課長回答)

問 労働組合法による労働組合が所有 し、かつ使用する償却資産は、法第348条(固 定資産の非課税

の範囲)等 に、何等の規定なきを以 って当該全資産 について賦課すべ きもの と思料 され ますが、 いか

がでしょうか。

なお、若 し労働組合が一般の営利を目的とす る企業 と趣きを異にするの故に法第341条 に言 う事業

の用に供す ることができる資産 とは解 されないものとすれば、下記のような取扱いを して差支えない

もので しょうか。

記

一 労働組合が組合と してその用に供する事務用机、椅子等、什器備品は課税 しない。

二 労働組合が入場料(30円)を 徴 して、組合員及び組合員の家族 に不定期的に映写 し、観覧せ しめ

る設備(償 却は行 っていない)に ついては事業の用に供するものとして課税する。

答 労働組合は、労働者が主体 となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る

ことを本来の 目的として組織されている団体であって、その団体の本来の 目的を遂行するために通常

行われる活動は償却資産の課税客体となるべ き要件である事業には該当しないもの と解す る。 したが

って設問一の労働組合が組合 としてその用に供する事務用机、椅子、什器備品等は、組合本来の 目的

のために使用されていれば、いわゆる 「事業の用に供することができる資産」とは認め られないので、

固定資産税を課す ることはできないものである。

また、設問二の労働組合が入場料を徴 して組合員及びその家族に不定期的に映写 し、観覧せ しめる

設備については、組合活動の一環として組合員の レクリエーション等のために行われ、また、いわゆ

る収益事業 と認め られない以上、 「事業の用に供す ることがで きる資産」 には該当 しないものである

か ら、固定資産税を課することはできないもの と解す る。

―45―



事業の概念図

一般企業等の事業

営 利 事 業 慈善活動

奉仕活動

公共法人等の事業

非収益事業(本 来の事業)

収益性の

ある事業

収益性の

ない事業

収益事業

(本来の事

業以外の事

業)

国 ・地方公共

団体の事業

公営企業金融公庫(金 銭貸付業)NPO

日本道路公団(有 料道路事業)NGO

日本中央競馬界(興 行業)政 党

日本開発銀行(金 銭貸付業)ボ ランティア団体

新東京国際空港公団(運 送業)労 働組合

日本鉄道建設業公団(鉄 道建設業)宗 教法人 等が行 う事業

本州四国連絡橋公団(有 料道路事業)

日本放送協会(放 送業)

中小企業金融公庫(金 銭貸付業)

日本輸 出入銀行(金 銭貸付業)

阪神高速道路公団(有 料道路事業)

日本育英会(金 融貸付業)等 法人税法別表に掲げる

法人等の行 う事業

(注)公 共法人等とは、法人税法上の公共法人、公益法人等、協 同組合等及び人

格のない社団等並びに営利事業を行わない団体又は個人をいう。

―46―



賦 課 期 日 に つ い て

地 方 税 法(抄)

(固定資産税の賦課期 日)

第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初 日の属す る年の1月1日 とす る。

○ 『固定資産税遂条解説』(自 治省固定資産税課編集)

「固定資産税は、固定資産所在の市町村において、固定資産に対 し、その価格等を課税標準と して、

その所有者 に課す るものであるが、これを具体的な納税義務として確定させ るには、何 日現在におい

て所在す る固定資産に対 し、何 日現在の価格を課税標準 として、何 日現在の所有者に課するのである

かを明 らか にする必要がある。賦課期 日は、この課税要件を確定せ しめたるための現在 日である。 こ

の賦課期 日は課税年度の初 日の属する年の1月1日 である。すなわち、毎年1月1日 が その年の4月

1日 か ら始 まる年度の分 として課税される固定資産税の賦課期 日となるものである。

固定資産税の賦課期 日が1月1日 とされているのは、年の初 日であって一般 に固定資産の移動が少

な く、課税要件を確定するのに便宜であること、年度当初に課税を実施す るためには賦課期 日以後固

定資産の調査、価格の決定、固定資産課税台帳の縦覧等の諸手続のため相当の期間を必要 とすること

等の理 由に基づいている。

固定資産については、このように賦課期 日制度が とられているので、法律又は条例によって定 めら

れている課税要件は、賦課期 日現在の事実について適用される。」

○ 『固定資産税(平 成8年 度版)』(佐 々木喜久治著)

「この賦課期 日の規定は、地方税 に特有の ものということができるが、せまい国土に多数の地方公共

団体があ り、経済流通の複雑化するに伴い、何人が どの地方団体 に納税義務を有す るかを確定せ しめ

る方法をとらなければ、課税の重複を来す恐れのある場合が非常に多い。従って地方税法は、課税客

体の規定によって重複課税の恐れのない税目は別として、多 くの地方税に賦課期 日の規定をおいて、

課税要件を確定す る方法を とっている。」

(具体例)

道府県民税(個 人)、 市町村民税(個 人)、 自動車税、鉱区税、狩猟者登録税、固定資産税、都市

計画税、軽 自動車税、入猟税など

(注)現 在は地価税においても類似の制度があり、個人又は法人がその年1月1日 午前零時(課 税時

期という。)に おいて有す る土地等を課税の対象と している。
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事 業 年 度 終 了 後 で な け れ ば 、 取 得 価 額 が 確 定 し な い も の

法 人 税 基 本 通 達(抄)

(借入金の利子)

7-3-1の2固 定資産を取得するために借入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使

用開始前の期間に係るものであつても、これを当該固定資産の取得価額に算入 しないことができる

もの とす る。

(固定資産の取得価額に算入 しないことができる費用の例示)

7-3-3の2次 に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連 して支出するものであ

つても、 これを固定資産の取得価額に算入 しないことができる。

(1)次 に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は 自動車取得税

ロ 特別土地保有税の うち土地の取得 に対 して課されるもの

ハ 新増設に係 る事業所税

ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2)建 物の建設等のために行つた調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更 したことに

よ り不要となつた ものに係る費用の額

(3)い つたん締結 した固定資産の取得に関す る契約を解除して他の固定資産を取得することとした

場合に支出する違約金の額
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12月 中取得資産の事務 日程

某通信事業会社

12/151/101/201/31

資

産

取

得

報 告

会

計

部

門

へ
の

報

告

期

限

支払

固定資産の

データ提供

固

定

資

産

管

理

部

門

に

て

把

握

申告書作成

申

告

期

限

某鉄道会社

12/中 旬12/下 旬1/101/131/201/251/31

取得 中

旬

ま

で

取

得

報 告

取 得

経

理

部

門

に

報

告下

旬

ま

で

取

得

チ ェ ッ ク

報 告

経

理

部

門

に

報

告

固

定

資

産

確

定

申告書

作 成

申

告

書

作

成

完

了

決裁

社

内

決

裁

申告

申

告

期

限
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償却資産の課税事務

償却資産の所有者は、1月1日 現在の資産の状況を1月31日 までに申告 しなけ

ればな らない。

市町村長は固定資産の価格等を2月 末 日までに決定 しなければな らない。

市町村長は、固定資産の価格等を決定 したら直ちに価格等を固定資産課税台張

に登録 しなければならない。

市町村長は、3月1日 か ら同月20日 までの間、固定資産課税台帳を関係者の縦

覧に供 しなければならない。

市町村長へ申告

価格等の決定

固定資産課税

台帳へ登録

縦 覧

賦 課 決 定
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固定資産税関係の人員体制

K市 (30万 人)

固定資産税課長(1名)課 長補佐(1名)

土地係(18名)

家屋係(18名)

償却資産係(8名)

税務証明係(5名)計41名

S市 (16万 人)

資産税課長(1名)課 長 補 佐

兼第1係 長(1名)

第1係

第2係

土地(8名)

償却 資産(1名)

特土地(1名)

電算(土 地 ・家屋)(2名)

庶務(1名)

家屋(17名)計32名

N市 (3万5千 人)

税務課長(1名)補 佐兼収納係長(1名)

収納係

市民税係

資産税務係 係長(1名)

土地(2名)

家屋(4名)

償却 ・特 土地(1名)計10名

Y町 (9千 人)

税務課長(1名)課 長補佐兼係長(1名) 賦課係

徴税係(2名)

町民税

固定資産税(3名)

軽 自動車税

国保税

計7名
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平成9年 度 事務予定一覧表

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事

務

処

理

内

容

～4/21縦 覧 当初納税
通知発送

過年度更正
通知発送

2期 更正
通知発送

過年度更正
通知発送

3期 更正
通知発送

過年度更正
通知発送

4期 更正
通知発送

過年度更正
通知発送

一 般 調 査 当 初 処 理

～4/21

未申告者電
話等申告指

導

5/20～5/23

玉 島税 務 署

(個 人)

6/23～6/27

玉 島 税務 署

(法 人)

6/17～7/31

〔遠 隔 地 調 査 〕

東 京 〔大 島 ・澁 谷 〕

東京 〔澁 谷 ・渡 辺 〕

大 阪 〔富 山 ・藤 原 〕

9月～10月

〔遠 隔 地 調 査 〕

東京 〔大島 ・渡辺 〕

大阪 〔澁谷 ・渡辺 〕

神戸 〔富山 ・藤原 〕

5/1～5/20

概 要 調 書 作 成

〔富 山 ・澁 谷 〕

8月 ～9月 頃迄

申告の手引き作成
〔藤原 ・渡辺〕 〔富 山 ・藤 原 〕

10/13～10/3111/25～12/13

新 規 義 務 者 把 握 申告書作成 ・発送

4/4～4/18

自治 大 臣

配 分 入 力

〔藤 原 ・澁 谷 〕

5/8～5/20

交 付 税 作 成

〔澁 谷 ・藤 原 〕

7/10～7/25

大 規 模 償 却 資 産

〔渡 辺 ・富 山〕

?～?

中小企業調査
〔澁谷 ・渡辺 〕

5/16～

減免

新規分処理

9/8～9/20

交 付 税 作 成

〔澁 谷 ・藤 原 〕

11/17～12/10

歳 入 見 込 み

〔渡 辺 ・富 山 ・大 島 〕

当初納通

ブッキ ング

封入

当初申告
過年処理 2期 更正

過年処理

3期 更正

過年処理

4期 更正

過年処理

減免
継続分
決裁



1申 告書及び明細書の記入方法

初 めて申告 され る方(氏 名等が 印字 され ていない場合)の 償却資産 申

告書 の記入方法

(申告書送達先のみ印字されている場合は,こちらを参考にしてください。)

太枠 で囲まれ た各 項 目の内容 を記入 して くだ さい。

受付印

太
線
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

平成9年1月17日

横浜市 鶴 見 区長様

平成9年 度

償却資産 申告書(償却資産課税台帳)

所 有 者 コ ー ド 税変事由 受 付 年 月 日

申告書送達先

所

有

者

11住 所

又は納税通
知書送達先

2氏 名

〒230-

(〒230-) (住所 ・電話番号を記入 して ください。)

(氏名`名 称 ・代表者の氏名 ・屋号を
記入してください。)

ヨコ ハマ

横 浜

ジ ロウ

次 郎

(屋 号

3事 業 種 目

(資本等の金額)

4事 業 開 始
年 月

5こ の申告に
応答する者
の 係 及 び
氏 名

6税 理士等の

氏 名

不 動産賃貸,管理

( 百万円)

60年4月
(決 算 期 月)

横 浜 花 子

(510局1734番)

(847局8368番)

7短 縮 耐用 年数の承認 有 ・

8増 加 償 却 の 届 出 有 ・

9非 課 税 該 当 資 産 有 ・

10課 税 標 準 の 特 例 有 ・

11特 別償却又は圧縮記帳 有 ・

12税 務会計上の償却方法 定率法・

13青 色 申 告

「1住 所」欄 と資産所在地が同一の

場 合 も含め,す べて の区内の資産 所在

地 を記 人 して くだ さい。

なお,資 産 所在地の数が3つ を超え

る場合 は 「17備 考欄 」 に記 入す るか

別用紙(様 式 自由)に 記入 して添付 し

て くだ さい。

該当す る方 を○ で囲 んで ください。

非課税該当資産 につ いては,P.5,23

課税標準の特例 につ いては,P.5,23,

24,25を 参照 して ください。

なお,そ の他の項 目の詳細 について

は,最 寄りの区役所の償却資産担当に

お問 い合わせ くだ さい。

資産の種類
取 得 価 額

前年前に取侍したもの(イ)前 年中に減少したもの(ロ)前 年中に取得したもの(ハ)計((イ)-(ロ)+(ハ))

1
構 築 物
(建物附属設備)

2 機械及び
装置

3 船 舶

4 航 空 機

5
章両及び
運搬農

6
工具・器具
及び備品

7 合 計

十億百 万 千 円 十億百 万 千 円 十億百 万 千 円 十億百 万 千 円

400000

資産の種類 ※ 平成 年1月1日 現在 ※ 評 価 額 ※ 決 定 価 格 ※
の帳簿価額(ヘ)課 税 標 準 額

(ト) (チ)

1 構 築 物
(建物附属設備)

十億百 万 円 十億 百万 千 円 百万 円

00

百万 千 円

00

2
機械及び
装置 00 00

3 船 舶
00 00

4 航 空 機
00 00

5 車両及び
運搬 具 00 00

6 工具・器具
及び備品 00 00

7 合 計
00 00

※ 印欄は企業の電算処理による申告をする方のみ記入してください。

14市(区)町 村 内 に お け る事 業所 等 資 産 の所 在 地

①鶴見区 鶴 見中央3 -20-

② 鶴見区鶴見中央2
-10-7

③

15借 用 資 産

(リース資産)
・無)

貸主の名称等(リ ース会社の名称等を記入してください。)

(株)瀬 谷

二 ッ橋 町TEL.367-5665

16自 己 所 有 ・

備考(添付書類等)

32-1

※電算入力回教(月)記入欄※農年度電算
入力の有無

発
区

残
行

増
加

特
例 所 有 者 コ ー ド

有 無

定 期(1,2,3,4.5.6,7)例 月(

4,5,6,7,8,9,10

, 11,12〕

次のような事項を記入してください。

1添 付 した書類の名称

2前 年中に所有者の住所,氏 名また

は名称等に異動があった場合の異動

年月日及び旧住所,旧 名称等

3納 税管理人を定めている場合は,

その者の住所,氏 名

4企 業独自の電算処理により申告を

される場合は,資 産種類別に集計 し

た資産件数

5申 告書が送られてきたが,当 区内

には償却資産が全 くない場合はその

旨の表示

6そ の他,こ の申告に必要な事項

(1)

IV書 き方 と計算の しかた

家
区

借
用

非
資

増
加

異
動

10 112 13 14 17 181

フリ ガナ

フリ ガナ

法人にあっ
てはその名
称及び代表
者の氏名

横 浜 次 郎

横浜市 鶴 見区 鶴見中央 3-2 0- 1

横浜市鶴 見区 鶴見中央3-20- 1

ヨコ ハマシ ツル ミク ツルミチュウオウ

(510局1734番)

印

次 郎 不動産

昭和

無

無

無

無

無

定額法

有・ 無

第
二
十
六
号
様
式

(提
出
用
・
受
付
連
絡
票
)

(ニ)

1200000 1 2001000

1250000 1650000

400000 2450000 2850000

(ホ )

000

1

有 瀬谷区 190

事 業所用家屋 の所有区 分 借 家

17

平成8年7月 1日 、都筑区茅ヶ崎中央

より移 転 ．

非課
税



初めて申告 される方(資 産内容が印字 されて いない場合)の 種類別 明細書

(増加資産 ・全資産用)の 記入方法

1～9に 記 入 し て 下 さ い 。

初め て(横 浜 市)で 申 告す る方,又 は,送 付先 のみ印字 されてい る方 は,

この記 入例 を参考 に記 入 して くだ さい。

平 成9年 度
種類別明細書(増 加資産・全資産用)※ ※ ※所 有 者

コ ー ド 年 度 ペ ー ジ
123491012131617

2

*
異

動

コ
ー
ド

欄

(
18

)
、
資

産

コ
ー

ド
欄

(
22
～

30
)

に
は

記
入

し
な

い

で
く
だ

さ

い
。

記

入

例

所 有 者 名

横 浜 次郎

枚のうち

枚 目

※

,資 産 コー ド
※

異

動

コ

ー

ド

18

行

番

号
192021

年

度
22

ペ

ー

ジ

行

30

資
産
の
種
類

25 28

① ④取④ 月 改 正 耐 用 年 数

※

課税標準
の 特 例

※減

価
残
存
率

※

価 額
②

資 産 の 名 称 等

(カタカナ,アルファベット,数宇,ハイフォンを使用してください。)
31

数

③量
年

号
51

年 月

⑤
取 得 価 額

56

耐

用

年

数 ⑦
耐
用年

数

改

正

75年

耐
用年

数

改
正
年

耐用

年
数

率

ナイソウコウジ 1 4 08 07
十億 百万

1

千 円

200000 10
0. 百万 千 円

クーラー 14 07 05 400000 6
0.

ワー プ ロ 14 08 07 6
0.

14 08 08 5
0.

⑧⑨

⑦
耐 用 年数が改 正された場合 は,次 の とお り記人 して くだ さい。

改 正 年 欄→改 正され た 年号及 び年を 記入

改正耐 用 年数欄 の耐 用 年数→改 正され た耐 用 年数 を記入

[例 えば]平 成2年 に耐 用 年数が12年 に改 正され た場合

改 正年 欄→402と 記入

改 正耐 用年数欄の耐 用 年数→12と 記入

〈改正耐用年数〉

⑧ 〈増 加 事 由〉

資産 の取得 について の事

由 を○ で囲 んで ください。

1→ 新品取得

2→ 中古品取 得

3→ 移動による受け入れ

4→ その他(摘 要欄に理 由

を記入 して くだ さい。)

⑨ 〈摘 要〉

当該資産 について,次 の

よ うな事項があ る場合 は,

記入 して くだ さい。

課税標準の特例があ る資

産について,そ の適用条項

(例:法 第349条 の3第1

項),そ の他

増

加

事

由

摘 要

50

1・2
3・4

1・2

3・4

1・2

3・4

1・2
3・4

5 2 54 6 7

改
正
年7 0 8 0 84

コ
ー

ド
8 5 86

十億

2 5 0 0 0 0

オウセツセ ット

取得年 月

1 0000 00

都筑区
より移動

68

01

02

1

6
03

04

05

6

6

06

07

08

09

10

11

12

0.

0.

0.

0.

0

0.

0.

0.

0.

1・2

3・4

1・2

3・4

1・2

3・4

1・2

3・4

1・2

3・4

1・2

3・4

1・2

3・4

1・2

3・4

① 〈資産の種類〉

資産の種類 に対応す る1～6

の数字を記 入 して くだ さい。

*資 産順 に記入 してください。

構築物(建 物 附属設 備)→1

機 械 及 び 装 置→2

船 舶→3

航 空 機→4

車 両 及 び 運 搬 具→5

工 具 ・器 具 及 び 備 品→6

② 〈資産の名称等〉

資産の名祢及 び規格等 を記入 して くだ さい。

1使 用 できる文字 及び記 号は,カ タカナ,ア ル

ファベ ット(大 文字),数 字,ハ イフン(-),

カ ンマ(,),コ ロン(:),セ ミコロン(;),

及 びカ ッコです(漢 字及 びひ らがなは使用で き

ません。)。

220字 を超え る長 い名祢 は120字 以 内 に収 め

て くだ さい。

④ 〈取 得 年 月〉

当該 資産 の取得年 月を

記入 して くだ さい。

年号欄3→ 昭和

〃4→ 平成

*平 成 元年 の年 号 ・年 は

「401」 とな ります。

⑤ 〈取 得 価 額〉

当該資産の取得価額を記入してください。

取得価額とは,償 却資産を取得するために支

出した金額をいいます(引 取運賃,荷 役費,運

送保険料,関 税,そ の他その償却資産を事業の

用に供するために直接要した費用を含む。)。

法人税法及び所得税法の規定による圧縮記帳

については,P.26を 御覧 ください。

⑥ 〈耐 用 年 数〉

耐用年数を記入してください。

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1

から別表第8ま で(別 表第3及 び第4を 除 く。)の

耐用年数を記入してください。)

1中 古資産については,見 積耐用年数によってい

る場合は,そ の耐用年数を記入 してください。

2短 縮耐用年数を適用 している場合は,短 縮され

た耐用年数を記入 してください。(「耐用年数の短

縮承認通知書」の写 しを添付してください。



前年 度 以 前 に 申 告 され た方(申 告 書 に氏 名 等 が 印 字 され て い る場 合)

の償 却 資 産 申 告 書 の記 入 方 法

(申告書送達先のみ印字されている場合は,P.8を 御参照ください。)

太枠 で囲 まれ た各 項 目の 内 容を 記入 して くだ さい。

印字 してあ る内 容(申 告 書送達 先 も含 む)に 変 更が あ る場 合 は,朱 線2

本で 抹 消 し,正 しい 内容 を 記載 して くだ さい 。

氏名 が カナ で 印字 され て い る場 合 で も必 ず 自署 して 提出 して くだ さい。

横浜市 中 区長様

平成9年 度

償却資産 申告書(償 却資産課税台帳)
受付印

太
線
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

申告書送達先 中区 日本大通35

株式会社 横浜車体 様

所

有

者

1住 所

又は納税通
知書送達先

〒 (住所を記入 してください。)

中区日本

(224局 8208番)
フリ ガナ

2氏 名

法人にあっ
てはその名

称及び代表
者の氏名

カブシキガイシャ ヨコハマシャタイコウギョウ (氏名 ・名称 ・代表者の氏名 ・屋号を
記入 してください。)

(株)横浜 車体 工業
代表取締役 横浜 一郎 印印

(屋 号 横 浜車 体 )

7短 縮耐用年数 の承認 有・
3事 業 種 目

(資本等の金額)
()

8増 加 償 却 の 届 出 有・

4事 業 開 始
年 月

昭和31年7月
(決 算 期3月)

9非 課 税 該 当 資 産 有・

10課 税 標 準 の 特 例 ・ 無

5こ の申告に
応答する者
の係 及 び
氏 名

経理 課 神奈 川 三郎

(224局8208番)
特別償却又は圧縮記帳 有・

12税 務会計上の償却方法 ・6税 理士等の

氏 名
()

13青 色 申 告 ・ 無

「1住所」欄と資産所在地が同一の

場合も含め,す べての凶内の資産所在

地を記人してください。

なお,資 産所在地の数が3つ を超え

る場合は7備 考欄」に記入するか

別用紙(様式自由)に 記人して添付し

てください。

該当す る方 を○ で囲ん でくだ さい。

非課税該当資産 につ いては,P.5,23

課税標準の特例 につ いては,P.5,23,

24,25を 参照 して くだ さい。

なお,そ の他 の項 目の詳細 について

は,最 寄 りの区役所 の償却資産担 当に

お問い合わせ ください。

資産の種類
取 得 価 額

前年前に取得したもの イ 前年中に減少 したもの に 前年中に取得したもの ((イ)-(ロ)+(ハ))

1 構 築 物
建物附属設備

百万

3

千

500 000

百万

千500

円

000

十億

1

百万 千 円 十億 百万 千 円

2
機械及 び
装置 1 500 000

3 船 舶

4 航 空 機

5
準両及び
運搬具

6
工具・器具
及び備品 1 750 000

7 合 計 6 750 000 000 54 10 6
資産の種類

※平成9年1月
1日現在の帳簿価額

※ 評 価 額 ※ 決 定 価 格
ト

※ 課 税標 準 額
チ

1 構 築 物
(建物附属設備)

十億 万千 円 十億 百万 千 円 百万 千 円

00

十億 百万 千 円

00

2
機械及び
装置 00 00

3 船 舶
00 00

4 航 空 機
00 00

5
車両及び
運搬具 00 00

6
工具・器具
及び備品 00 00

7 合 計
00 000

※ 印欄は企業の電算処理による申告をする方のみ記入してください。

14市(区)町 村 内 に おけ る事 業所 等 資 産の 所 在地

① 中区 日本大通35

② 中区港町1-1

③
15借 用 資 産
(リ ース資産)

(有・

貸主の名称 等
(リ ース会社の名称等を記 入して ください。)

16・ 借 家

17備 考(添 付書類等)

※電算入力回数(月)記入欄※前年度電算
入力の有無

発
区

残
行

増
加

特
例

非課

税 所 有 者 コ ー ド

有 無

定 期(1,2,3,4,5,6,7

)例 月(4,5,6,7,8,9,10

11,12) 14 30-999999

所 有 者 コ ー ド
異
動

増
加

非
資

借
用

家
区 税変事由 受 付 年 月 日

1 10 11 1 213 14 19

30999999

〒231-

中区港町1
-1

フリガ ナ
2 3 1-

大通 3 5

代
表

第
二
十
六
号
様
式

(提
出
用
・
受
付
連
絡
票
)

無

無

無

有

無

定率法

有

自動 車部品製造

8 0 0 百万円

11

保 土
ヶ
谷 四郎

定額法

33 4局 62 5 6 番

「17

ロ ハ 計 ニ

円

50 0 0 0 0 4 5 0 0 00 0

2 50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

1 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

9

ホ ヘ

十億

無

事業事業所用 家屋 の所有区 分 自 己 所 有

○ 課税標準の特例に 該当する資産を取得したので 、

工事計 画認可書 等を 添付 します。

次のような事項を記入してください。

1添 付した書類の名称

2前 年中に所有者の住所,氏 名また

は名称等に異動があった場合の異動

年月日及び旧住所,旧 名称等

3納 税菅理人を定めている場合は,

その者の住所,氏 名

4企 業独自の電算処理により申告を

される場合は,資 産種類別に集計し

た資産件数

5申 告書が送 られてきたが,当 区内

には償却資産が全くなくなってしまっ

た場合はその旨の表示

6そ の他,こ の申告に必要な事項

平成9年1月17日

○ 申告書 送達 先を、 中 区 港 町1-1に してください。

(2)

1550000 5400000



前年度以前 に申告された方(資 産内容が印字 されてい る場合)の 種類別 明

細書(増 加資産 ・全 資産用)の 記入方法

送付された種類別明細書には,前 年度 までの申告内容を印字 してあります。

(1)資産 の項目を修正す る楊合→(記 入例1)修 正する項目 を朱線二本で抹消 し,その欄内の下段に修正後の 内容を記入 してください。

(2)資 産 が 減 少 し た 場 合→(記 入例2)該 当する資産の 「資産 の名称等」欄か ら 「課脱標準の特例」欄 まで,朱 線二本で抹消 してください。

(3)資 産 が 増 加 し た 場 合→(記 入 例3)に ならい余白 に記入 してください(1～6,8は,必 ず記入 し てください。)。

(注)種 類別明細書を 提出す る際は,送 付されたすべてのページを提出 して ください。

平 成9年 度
種類別明細書(増 加資産・全 資産用)

⑦ 〈改正耐用年数〉

耐用年数が改正された場合は,次 のとおり記入してください。

改 正 年 欄→改正された年号及び年を記入

改正耐用年数欄の耐 用年数→改正された耐用年数を記入

[例えば]平 成2年 に耐用 年数が12年 に改正された場合

改正 年欄→402と 記入

改正耐 用 年数欄の耐用年数→12と 記入

⑧ 〈増 加 事 由〉

増加資産を記入 した場合

は、増加事由を○で囲んで

くだ さい。(計 上 もれ,申

告 もれを含 む。)

1→ 新品取 得

2→ 中古品取 得

3→ 移動 による受 け入れ

4→ その他(摘 要欄に理由

を記入 して ください。)

⑨ 〈摘 要〉

当該 資産について,次 の

ような事項 を記 入 して くだ

さい。

1資 産 が減少 した場 合,

その年月と理由

2課 税標準の特例がある

資産について,そ の適用

条項(例:法 第349条 の

3第1項)

3耐 用年数の変更があ っ

た場合 は,そ の旨の表示

① 〈資産の種類〉

新たに記入する場合

資産の種類に対応する1～6

の数字を記入してください。

*資産順に記入してください。

構築物(建 物附属設備)→1

機 械 及 び 装 置→2

船 舶→3

航 空 機→4

車 両 及 び 運 搬 具→5

工具 ・器具 及 び備品→6

② 〈資産の名称等〉

新たに記入す る場合

資産 の名 称及び規格等を記入 して ください。

1使 用 できる文字及び記 号は,カ タカナ,ア ル

ファベッ ト(大 文字),数 字,ハ イフ ン(-),

カ ンマ(,),コ ロン(:),セ ミコロ ン(;),

及 びカ ッコです(漢 字及び ひらが なは使 用で き

ません。)。

220字 を超 える長 い名 称は,20字 以 内に収 め

て ください。

④ 〈取 得 年 月〉

当該資産 の取 得年 月を

記入 して ください。

年 号欄3→ 昭 和

〃4→ 平成

*平 成元年 の年号 ・年は

「401」 となります。

⑤ 〈取 得 価 額〉

当該資産の取得価額を記入 してください。

取得価額とは,償 却資産を取得するために支

出した金額をいいます(引 取運賃,荷 役費,運

送保険料,関 税,そ の他その償却資産を事業の

用に供するために直接要 した費用を含む。)。

法人税法及び所得税法の規定による圧縮記帳

については,P.26を 御覧 ください。

⑥ 〈耐 用 年 数〉

耐用年数を記入してください。

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1

から別表第8ま で(別 表第3及 び第4を 除く。)の

耐用年数を記入 してください。)

1中 古資産については,見 積耐用年数によってい

る場合は,そ の耐用年数を記入してください。

2短 縮耐用年数を適用している場合は,短 縮され

た耐用年数を記入してください。(「耐用年数の短

縮承認通知書」の写しを添付してください。

※所 有 者 コ ー ド 年 度
※ペ

ー ジ
※

12349 1011 1316 17

2①30999999409

*
異
動

コ
ー
ド
欄

(
18
)

、
資

産

コ
ー
ド

欄

(
22
～

30
)

に
は

記
入

しな

い
で
く
だ
さ
い
。

(

記

入
例
3
)

所 有 者 名

カブシキガイシャ ヨコハマシャタイコウギ ョウ

1枚 のうち

1枚 目

④ ⑥ ⑦
減
価
残
存
率

⑧
※

資産 コー ド
※

異

動

コ

ー

ド

18

行

番

号
1920

資
産
の

種
類

年
度

ペ

ー

ジ

行

21 22 2 528

②
資 産 の 名 称 等

(カ タ カ ナ,ア ル フ ァ ベ ッ ト,数 字, ハ イフォンを使用 してください。)3150

取得年月 ⑤
取 得 価 額

耐
用年数

改 正 耐 用 年 数

※

課税標準
の 特 例

※

価 額

増

加

事

由

⑨
摘 要

数

③量
年

号
51

年52月54

⑧

改
正
年

耐
用
年
数

改
正
年

耐
用
年
数

改
正
年

耐
用
年
数
8
4

率
コ
ー

ド

1 407000101 アス フ ァル トホ ソ ウ 4 06 05 十億 11500 10 0.794 十億 百万 848 251 1・2

3・4

408000101 4 07 08 0.794 1 424 436
021 コンク リー トホソウ 1 5

1・2

3・4

032
406000102 ジ ユヘ ンデ ンセ ツ ビ 4 05 05 15 16 0.858 880 174 1・2

3・4

0.*** 40 000
2

604401000101 1・2

3・4

05 0.631 146 025
05

6 407000101 テ レビ 4 06 10 1・2

3・4

06
6 407000102 ク ー ラ ー 4 06 10 500 000 06 194 779 1・2

3・4

07 コンク リー トブ ロ ックヘイ 4 08 0 2 0 000 15

0. ・2

3・4

082 ジ ユ ヘ ンデ ンセツビ 4 0 8 11

0. ・2

3・4

09 6 クーラー 4 07 04 400

0. ・2

3・4

10 6 コピ ー 4 08 08 1000 000 05
0. ・2

3・4

1・2

3・4

0.

小 計
10600000

000

H8年7月

廃 棄
一台

移 転

法-
3第1項

8年度
申告もれ

01

1500000
15000001

200 0 00

1 5 0

1

1

1

1

5 0 5

0 0 0 0

11

20

0

―56―0.681



償却資産の課税の状況(平 成9年 度)
(単 位:千 円 、%)

課 税 標 準 額 の 内 訳

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額 特 例 適 用 分
(イ)

特例非適用分
(ロ)

構 成 比

構 築 物 17,469,163,839 16,937,138,162 614,046,280 16,323,091,882

機 械 及 び 装 置 45,307,607,677 44,385,360,569 1,333,241,288 43,052,119,281

船 舶 767,051,909 419,730,726 277,284,438 142,446,288

航 空 機 30,597,680 29,309,964 2,574,847 26,735,117

車 両 及 び 運 搬 具 536,258,228 525,863,606 10,650,700 515,212,906

工 具 ・器 具 及 び 備 品 19,948,697,850 19,915,719,353 56,290,355 19,859,428,998

調 整 額 555,752 555,752
- 555,752

小 計(ハ) 84,059,932,935 82,213,678,132 2,294,087,908 79,919,590,224 62.70 66.10

自治大臣が価格等を決定 し配分 し

たもの(ニ)

46,861,239,861 39,518,326,398
- - 34.96 31.77

道府県知事が価格等を決定し配分

したもの(ホ)

2,204,292,650 1,751,064,860 -
- 1.64 1.41

小 計(ヘ) 49,065,532,511 41,269,391,258
- - 36.60 33.18

法第743条 第1項 の規定により道府県

知事が価格等を決定したもの(ト)

936,137,296 891,663,408
- - 0.70 0.72

合計(ハ)+(ヘ)+(ト)(チ) 134,061,602,742 124,374,732,798 -
- 100.00 100.00

同
上
の

内

訳

税

額

市 町 村 分 の 額(リ)
- 123,780,440,785 -

- - 99.52

道 府 県 分 の 額(ヌ)
- 594,292,013 -

- - 0.48

市町村分の税額(リ)×

1.4

100

- 1,732,926,171

道府県分の税額(ヌ)×

1.4

100

- 8,320,088

合 計(チ)×

1.4

100

-

1,741,246,259

※平成9年 度固定資産の価格等の概要調書による。

市

町

村
町
が

価

等
を

決

定

し

た

も

の

法

第
三
八
九

条関

係



納税義務者数 に関す る調

(単位:人)

※平成9年 度固定資産の価格等の概要調書による。

― 58―

区 分 法定免税点以上のもの 法定免税点未満のもの 合 計

大都市 355,754 1,114,009 1,469,763

都 市 720,242 938,400 1,658,642

町 村 401,368 541,852 943,220

合 計 1,477,364 2,594,261 4,071,625




